
 

－１８１－ 

平成２９年第４回京丹波町議会定例会（第４号） 

 

                            平成２９年１２月２２日（金） 

                            開議  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 諸般の報告 

  第 ３ 選挙管理委員及び同補充員の選挙 

  第 ４ 同意第 ４号 公平委員会委員の選任について 

  第 ５ 同意第 ５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  第 ６ 同意第 ６号 監査委員の選任について 

  第 ７ 同意第 ７号 京丹波町農業委員会の委員に占める認定農業者等又は認定農業者 

             等に準ずる者の割合を少なくとも４分の１とすることについて 

  第 ８ 同意第 ８号 農業委員会委員の任命について 

  第 ９ 同意第 ９号 農業委員会委員の任命について 

  第１０ 同意第１０号 農業委員会委員の任命について 

  第１１ 同意第１１号 農業委員会委員の任命について 

  第１２ 同意第１２号 農業委員会委員の任命について 

  第１３ 同意第１３号 農業委員会委員の任命について 

  第１４ 同意第１４号 農業委員会委員の任命について 

  第１５ 同意第１５号 農業委員会委員の任命について 

  第１６ 同意第１６号 農業委員会委員の任命について 

  第１７ 同意第１７号 農業委員会委員の任命について 

  第１８ 同意第１８号 農業委員会委員の任命について 

  第１９ 同意第１９号 農業委員会委員の任命について 

  第２０ 同意第２０号 農業委員会委員の任命について 

  第２１ 同意第２１号 農業委員会委員の任命について 

  第２２ 同意第２２号 農業委員会委員の任命について 

  第２３ 同意第２３号 農業委員会委員の任命について 

  第２４ 同意第２４号 農業委員会委員の任命について 

  第２５ 同意第２５号 農業委員会委員の任命について 
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  第２６ 同意第２６号 農業委員会委員の任命について 

  第２７ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第２８ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第２９ 諮問第 ５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第３０ 議案第６２号 京丹波町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

             の制定について 

  第３１ 議案第６３号 京丹波町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定 

             について 

  第３２ 議案第６４号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

             の一部を改正する条例の制定について 

  第３３ 議案第６５号 京丹波町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

             を改正する条例の制定について 

  第３４ 議案第６６号 農村地域工業導入地区における京丹波町税条例の特例に関する条 

             例の廃止について 

  第３５ 議案第６７号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

  第３６ 議案第６８号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第８号） 

  第３７ 議案第６９号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２ 

             号） 

  第３８ 議案第７０号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

  第３９ 議案第７１号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  第４０ 議案第７２号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  第４１ 議案第７３号 平成２９年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第４２ 議案第７４号 平成２９年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号） 

  第４３ 議案第７５号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第１号） 

  第４４ 議案第７６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予算（第２号） 

  第４５ 議案第７７号 平成２９年度 新庁舎整備事業に伴う建物解体工事請負契約につ 

             いて 

  第４６ 発議第 ２号 第三セクター及び指定管理者制度特別委員会設置に関する決議 
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  第４７ 閉会中の継続調査について 

 

２ 議会に付議した案件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１６名） 

   １番  岩 田 恵 一 君 

   ２番  野 口 正 利 君 

   ３番  坂 本 美智代 君 

   ４番  東   まさ子 君 

   ５番  村 山 良 夫 君 

   ６番  谷 山 眞智子 君 

   ７番  西 山 芳 明 君 

   ８番  隅 山 卓 夫 君 

   ９番  森 田 幸 子 君 

  １０番  山 田   均 君 

  １１番  山 下 靖 夫 君 

  １２番  谷 口 勝 已 君 

  １３番  北 尾   潤 君 

  １４番  梅 原 好 範 君 

  １５番  鈴 木 利 明 君 

  １６番  篠 塚 信太郎 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２０名） 

  町 長     太 田   昇 君 

  参 事     伴 田 邦 雄 君 

  参 事     山 田 洋 之 君 

  総 務 課 長     中 尾 達 也 君 

  監 理 課 長     野 村 雅 浩 君 
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  企 画 政 策 課 長     木 南 哲 也 君 

  税 務 課 長     松 山 征 義 君 

  住 民 課 長     長 澤   誠 君 

  保 健 福 祉 課 長     大 西 義 弘 君 

  子育て支援課長     津 田 知 美 君 

  医 療 政 策 課 長     藤 田 正 則 君 

  農 林 振 興 課 長     栗 林 英 治 君 

  商 工 観 光 課 長     山 森 英 二 君 

  土 木 建 築 課 長     山 内 和 浩 君 

  上 下 水 道 課 長     十 倉 隆 英 君 

  会 計 管 理 者     久 木 寿 一 君 

  瑞 穂 支 所 長     山 内 善 博 君 

  和 知 支 所 長     榎 川   諭 君 

  教 育 長     松 本 和 久 君 

  教 育 次 長     西 村 喜 代 美 君 

 

６ 出席事務局職員（２名） 

  議 会 事 務 局 長     堂 本 光 浩 

  書 記     山 口 知 哉 



 

－１８５－ 

開議 午前 ９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、ご参集いただき、大変ご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２９年第４回京丹波町議会定例会を再開します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、３番議員・坂本美智代君、４番議

員・東まさ子君を指名します。 

 

《日程第２、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  １２月２０日、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営等について協議されました。 

  同日、新庁舎建設特別委員会が開催され、現地踏査等行われました。 

  本日の本会議に、京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可いたしましたので報告しま

す。 

  本日、本会議終了後、全員協議会が開催されます。 

  議員の皆様には大変ご苦労さまでございますが、よろしくお願いをします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

  西村教育次長。 

○教育次長（西村喜代美君） おはようございます。 

  先日の坂本議員からのご質問の答弁漏れがありましたので、報告させていただきます。 

  小中学校の児童生徒１人当たりに係る必要経費につきましてですが、入学時の特別な経費

を除きますと、町内５つの小学校の平均で給食費４，０００円も入れまして、月平均は児童

１人当たりにつきまして５，８９０円程度でございます。３つの中学校を平均しますと、給

食代の４，２００円も含めまして、生徒１人当たり約８，９９０円となっております。 

  なお、この中には修学旅行代金も含まれております。 

  以上でございます。 
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《日程第３、選挙管理委員及び同補充員の選挙》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  指名については、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  選挙管理委員に北村優幸君、湊 敏君、田中 強君、正田恭丈君を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま議長が指名しました方を、選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました北村優幸君、湊 敏君、田中 強君、正田恭丈君が選挙管

理委員に当選されました。 

  次に、選挙管理委員補充員には、十倉さちよ君、鈴木 修君、小倉きくみ君、比村住ノ江

君を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま議長が指名しました方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました十倉さちよ君、鈴木 修君、小倉きくみ君、比村住ノ江君

が選挙管理委員補充員に当選されました。 
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  次に、補充の順序について、お諮りします。 

  補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、補充の順序は、議長が指名しました順序に決定しました。 

 

《日程第４、同意第４号 公平委員会委員の選任について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４、同意第４号 公平委員会委員の選任についてを議題とし

ます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第４号を採決します。 

  同意第４号 公平委員会委員の選任について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第４号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第５、同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第５、同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第５号を採決します。 

  同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意することに賛成の方は起
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立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第５号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第６、同意第６号 監査委員の選任について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第６、同意第６号 監査委員の選任についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） １点お尋ねをしておきたいと思うんですけども、今回、監査委員の

選任ということで、山本 透さんという方が提案になっておりまして、住所が南丹市園部町

の方なんですけども、京丹波町内でも見識のある多くの方がいらっしゃると思うんですけど

も、あえて京丹波町内ではなしに南丹市園部町の方を選任するということについて、どうい

う考え方なのか。町内ではなかったということなのかどうか、お尋ねをしておきたいと思い

ます。これは町長にお尋ねします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 監査委員につきましては、専門性なり独立性のある人ということで、

選考を進めてまいったわけですけども、町内でも優先にまずは選考をしてまいったわけです

けども、適任者がなかなかないという中で、この山本さんにつきましては、住所は園部町で

ありますけども、京丹波町内で税理士事務所を開設に向けて準備を進めておられるというよ

うな話も聞きまして、その中でかなり専門性があるというようなことで選任をさせていただ

いた次第でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第６号を採決します。 

  同意第６号 監査委員の選任について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第６号は、同意することに決定しました。 
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《日程第７、同意第７号 京丹波町農業委員会の委員に占める認定農業者等又は認定農業者等

に準ずる者の割合を少なくとも４分の１とすることについて》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第７、同意第７号 京丹波町農業委員会の委員に占める認定農

業者等又は認定農業者等に準ずる者の割合を少なくとも４分の１とすることについてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第７号を採決します。 

  同意第７号 京丹波町農業委員会の委員に占める認定農業者等又は認定農業者等に準ずる

者の割合を少なくとも４分の１とすることについて、同意することに賛成の方は起立願いま

す。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第７号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第８、同意第８号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第８、同意第８号 農業委員会委員の任命についてを議題とし

ます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第８号を採決します。 

  同意第８号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 
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  よって、同意第８号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第９、同意第９号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第９、同意第９号 農業委員会委員の任命についてを議題とし

ます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第９号を採決します。 

  同意第９号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第９号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１０、同意第１０号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１０、同意第１０号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ちょっと１点お尋ねしておきたいんですけども、提案になっており

ます同意第１０号の方、森田さんは、農業会議の支援員というのをされておるんですけども、

農業会議でございますので、農業委員会との関係も深いわけでございますけども、特段そう

いう関係で問題はないのかどうかだけお尋ねしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） ただいま議員からご指摘の件でございますけれども、農業会

議等確認をさせていただきましたところ、兼職でも問題はないということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 



 

－１９１－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１０号を採決します。 

  同意第１０号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１０号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１１、同意第１１号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１１、同意第１１号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１１号を採決します。 

  同意第１１号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１１号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１２、同意第１２号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１２、同意第１２号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 



 

－１９２－ 

  これより、同意第１２号を採決します。 

  同意第１２号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１２号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１３、同意第１３号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１３、同意第１３号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１３号を採決します。 

  同意第１３号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１３号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１４、同意第１４号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１４、同意第１４号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１４号を採決します。 

  同意第１４号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 



 

－１９３－ 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１４号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１５、同意第１５号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１５、同意第１５号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１５号を採決します。 

  同意第１５号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１５号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１６、同意第１６号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１６、同意第１６号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１６号を採決します。 

  同意第１６号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１６号は、同意することに決定しました。 

 



 

－１９４－ 

《日程第１７、同意第１７号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１７、同意第１７号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１７号を採決します。 

  同意第１７号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１７号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１８、同意第１８号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１８、同意第１８号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１８号を採決します。 

  同意第１８号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１８号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第１９、同意第１９号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１９、同意第１９号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 



 

－１９５－ 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第１９号を採決します。 

  同意第１９号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第１９号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２０、同意第２０号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２０、同意第２０号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第２０号を採決します。 

  同意第２０号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２０号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２１、同意第２１号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２１、同意第２１号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  ここで、地方自治法第１１７条の規定により、山田 均君の退場を求めます。 

（山田議員退場） 

  これより質疑を行います。 



 

－１９６－ 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第２１号を採決します。 

  同意第２１号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２１号は、同意することに決定しました。 

  山田 均君の復席を求めます。 

（山田議員復席） 

 

《日程第２２号、同意第２２号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２２、同意第２２号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第２２号を採決します。 

  同意第２２号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２２号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２３、同意第２３号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２３、同意第２３号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 



 

－１９７－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第２３号を採決します。 

  同意第２３号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２３号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２４、同意第２４号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２４、同意第２４号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第２４号を採決します。 

  同意第２４号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２４号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２５、同意第２５号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２５、同意第２５号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 



 

－１９８－ 

  これより、同意第２５号を採決します。 

  同意第２５号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２５号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２６、同意第２６号 農業委員会委員の任命について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２６、同意第２６号 農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  討論を省略します。 

  これより、同意第２６号を採決します。 

  同意第２６号 農業委員会委員の任命について、同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員 起立） 

○議長（篠塚信太郎君） 起立全員であります。 

  よって、同意第２６号は、同意することに決定しました。 

 

《日程第２７、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２７、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について、原案の推薦者を適任とし、答申するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

－１９９－ 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、諮問第３号は、原案の推薦者を適任とし、答申することとします。 

 

《日程第２８、諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２８、諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について、原案の推薦者を適任とし、答申するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、諮問第４号は、原案の推薦者を適任とし、答申することとします。 

 

《日程第２９、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２９、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について、原案の推薦者を適任とし、答申するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、諮問第５号は、原案の推薦者を適任とし、答申することとします。 

 



 

－２００－ 

《日程第３０、議案第６２号 京丹波町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３０、議案第６２号 京丹波町行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  村山君。 

○５番（村山良夫君） 時代の流れでデジタル化されていくことだと思うんですが、ちょっと

気になりますのは、現在の京丹波町のインターネット網が、極端なことを言えば、京都府下

で谷間みたいになってて、いわゆる光ケーブルにつながっていないということで、非常にス

ピードが遅くなっていまして、順番にインターネットを使われる業務とか町民の方も含めて

非常に多くなってきてまして、利用度の多い時間帯とか多い日時等にはかなり問題が起きて

るようでございまして、私が知ってる実業家の方も、こういう状態を何とか解消しないと、

工場誘致すらできないのではないかとおっしゃっています。そんなことから、谷間になって

いるインターネット網を改善するのはどのようにお考えなのか。また、そのことをされるつ

もりがあるのかどうかをお聞きしておきたいと思います。 

  それから、もう１つは、これに関係するわけですけども、現在、ＣＡＴＶで放送とかイン

ターネットもそうなってるんですが、光ケーブルの老朽化が瑞穂地区で起きているというよ

うなことを聞いてるんですが、どの程度なものか、今のままで補修をしていけば行けるのか

どうか、場合によれば全面的に張りかえなければならないのかどうか、その点をお聞きした

いと思います。 

  あえてこういうことを申し上げますのは、先ほど申し上げましたように、これから今まで

のアナログからデジタル化された業務に、役場の業務も変わると思いますし、また町民の

方々の生活もそのように変わると思うんです。その中でこういう状態というのは非常に問題

を感じますので、その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 町内のケーブルテレビによりますインターネット網でありますけども、

想定を超えますスマートフォンの普及ですとか、それからタブレット端末機の普及、それか

ら無線ＬＡＮの普及によりまして、想定を超えてデータの通信が行われているというような

ことで、特に瑞穂地区において、通信速度が十分確保できないという課題があるというふう

には認識をしておるところでありまして、解消に向けて計画的に取り組む必要があるという

認識は持っております。ただ、かなり高額の費用も必要になりますことから、どういった方
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法がいいのか、今、担当部署とも検討をしておるというような状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） インターネット網の充実という意味では、瑞穂地区の問題だけではな

しに、現在、京丹波町の地域というのは、本来の光ケーブルとつながっていない。情報セン

ターから光ケーブルの線がつながっていないという点に問題があるわけです。その点のこと

を解消してもらわないと、瑞穂地区だけではなしにほかの地区でも通信量が多くなって、非

常に停滞をしているというんですか、早速つながらない。特に、これから始まります税務申

告、３月１５日までですので、１週間か２週間ぐらい前になりますと、かなりつながりが悪

くなって、手間がかかるというようなことがあるようですので、そういう点で瑞穂地区だけ

の問題ではなしに、京丹波町全体が情報の谷間になっているということをもう一遍認識した

上で、ご返答いただきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 確かに、一般の業者の光ネット網もこの辺には十分に通じていないと

いうような状況があります。それを解消するということになりますと、巨額な費用がケーブ

ルテレビに発生をすることが見込まれますので、費用対効果ということも考えながら検討を

してまいりたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） あえてこのことをしつこく申し上げますのは、今まで工場誘致という

のは、丹波高原は水がないということで工場誘致ができないということになってたんですけ

ども、これからの時代の流れを考えますと、早くインターネット網を全国ベースぐらいまで

は改善をしておかないと、工場誘致すら難しくなるのではないかと思います。その辺のこと

も含めてもう一度町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） インターネットの環境というのは、工場誘致においても、移住を考え

ていただく上でも重要なインフラであるということは認識をしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私もお尋ねをしておきたいんですが、今回提案になっております情

報通信の技術の利用ということで、提案理由にもありますように、いろいろな届け出が電子

情報の組織を使用してできることを可能にするということになっておるわけですけども、一

番問題になるのは、インターネットを使うことによって、情報の流出というのが一番大きな

課題だと思うんですけども、当然、防止の対策もとられておりますが、いろいろな全国的な
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報道を見ていても、国の段階においても情報が漏えいするということは起こっておるわけで

ございます。この条例をつくって、インターネットからの利用ができるということに拡大を

すればするほど危険が増すわけでございますけども、個人情報が流出しないという責任が持

てるのかということと、漏えいの危険があるということを前提に考えるべきではないかと思

うんですけども、その点について伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 今回の条例の制定につきましては、紙ベースの申請から電子媒体

を使った申請ということで、より利用者の方の利便性を高めるというところに重点が置かれ

ているものでございます。また、これとは別に、インターネットの回線を使用するというこ

とで、個人情報の流出とかそういった心配もされるところでございますので、それにつきま

しては、別途、管理基準等を設けまして、適切に各自治体において情報の管理を行い、公表

もしていくというような形で、別途、推進が図られるということでもございますので、それ

に基づきまして、本町におきましても、セキュリティーの管理でありますとかそういった日

常的な管理につきましてもしっかりと管理をし、それを明確に記し、公表をしていくという

ところで、そちらのほうに努めているという状況にございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） ちょっと理解しにくいので、条例そのものについてお聞きします。 

  目的のところの第１条に書いてある文言でありますけれども、電子情報処理組織を使用す

る方法が１つ。そして、その他の情報通信の技術を利用する方法というふうにありますが、

これは具体的にはどういうことなのか。 

  それから、２つ目であります定義のところに書いてありますが、定義のところの（２）の

ところに、町の機関ということでいろいろと書いてありますが、情報通信の技術を利用する

対象範囲はどういうふうになっているのか、お聞きをしておきたいのと。 

  それから、第３条第４項、第４条第４項、第６条第３項に書いてあります「氏名又は名称

を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせる」と書いて

ありますが、これはどういうものなのかお聞きをしておきますのと。 

  それから、第８条の手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表ということ

で、公表をするということでありますが、これは具体的にはどういうことを公表するのか、

お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） まず、第１条に掲げております電子情報処理組織といいますのは、
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情報の手段ということで、インターネットを利用して情報のやりとりをするということで、

町なり個人のパソコン、それからパソコンを介したネット通信によって、役場だったら役場

の回線の接続をして情報を利用するということになりますので、それぞれが電子情報の処理

をする組織というような呼び方となっております。 

  それから、その他の情報通信の技術を利用するということになっておりますけども、こち

らにつきましては、インターネットを介しまして電気通信回線で結んだもの、いわゆるオン

ラインということで、オンライン化ということを情報通信の技術を利用してということにな

っております。 

  それから、第２条でございますけども、町の機関でございます。こちらにつきましては、

対象というのは庁内の各組織で情報を管理しております部署を言います。また、公営企業法

に基づきます組織も含まれておりまして、これらを対象の範囲としております。 

  それから、第３条第４項等でございますけれども、「氏名又は名称を明らかにする措置で

あって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせる」という部分が幾つか出てきます

けれども、これにつきましては、書面の場合ですと署名を必要としますけれども、電子申請

の場合につきましては、電子署名ということで、これをもって署名をしたということに代え

て申請を行う、あるいは受理をするということで規定をしているものでございます。 

  それから、公表をするというところで、第８条、インターネットの利用その他の方法によ

り公表をするという部分でございますけども、オンライン化をされている手続の状況につき

まして、少なくとも年１回のインターネット等でこういった利用の情報等を公表する旨を規

定をしたものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 今、電子署名で署名するということでありましたけれども、電子署名

をするということは、何をもって電子署名、マイナンバーカードが必要であるとか、何かそ

ういうものが必要になってくるのであるのか、お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 署名につきましては、マイナンバーカードを利用して情報の取得

でありますとか利用等をする場合を想定しております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） それから、当初の説明をいただいたところで、マイナポータルで子育

てワンストップサービスを利用できるというような説明もあったわけでありますが、これは
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どういうことでしょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） マイナポータルを利用しまして、子育てのシステムを利用すると

いう状況でございますけども、まず、政府が運営しておりますオンラインのシステムという

のがマイナポータルでありまして、そこを介しまして、府の電子申請システムというのが接

続をされまして、それを介しまして、子育てのワンストップサービスということで利用が可

能となってまいります。子育てのワンストップということで、子育てにかかわります幾つか

のサービスがあるわけですけれども、そのサービスが今後利用が可能となるということでご

ざいまして、そのサービスにつきましては、例えば児童手当の申請でありますとか、あと、

町内の子育てに係りますサービスはどういうサービスを取り扱っているかというような照会

でありますとか、そういったものが今後活用ができることになるということでございます。

まだ、現段階におきましては、ネットワークの変更等のシステムを今構築をしているところ

でございまして、これが大体１月の中旬ぐらいには完成をするということでございますので、

それとあわせまして、現在、担当課におきまして、そういった申請書の様式の作成をしてお

ります。これが接続が可能となりますと、利用者が本町の子育てに係りますサービスの内容

等を確認をすることができることになりまして、また、そういった電子申請によりまして、

従来、こちらのほうに申請書類等を送付していただいた部分について電子化をされるという

ことで、利便性を高めるということになろうかと思っております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） もう一度改めて伺っておきたいんですけども、扱う職員の研修など

セキュリティーの問題から当然だと思うんですけども、近年はいろいろな報道もされており

ますけども、新たなウイルスができて、イタチごっこのような形になっておるわけで、この

ウイルスが侵入して、そして個人情報を引き出していくということも起こっておるわけなん

ですけども、そういう危険をどう防ぐかということになろうと思うんですけども、当然、イ

ンターネットを利用したら、そういうものが今の時代の中で必要性は増していくということ

は当然だと思うんですけども、その反面、やはりしっかり個人の情報が絶対に漏れないと、

ウイルスに侵入されないというようなものはしっかりなければ、知らない間に個人の情報が

引き出されていくということが起こっておるわけでございますので、その辺について個人情

報は絶対に大丈夫という保障ができるのかどうか、どんどんこういうことを広げていくほど

そういう危険が増えておるというのは現在の実態だと思うんですけども、その点について改

めて伺っておきたいと思います。 
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○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 情報管理につきましては、当然のことながら利用します職員も重

要になってまいりますので、しっかりと研修もこれまでから行っておりますし、今後におき

ましても、引き続いて研修をまず行っていくというのは第一でございます。 

  また、セキュリティーの部分につきましても、セキュリティーのほうはしっかりとかかっ

ているわけですけれども、そういったことで、利用します機器類につきましても、通常部分

とは切り離した形で共有ができないようになっているという状況の中で、セキュリティーを

しっかりと高めているという状況になっております。 

  万が一、情報が流出という状況になりますと、まず、その部分については切り離すといい

ますか、隔離を当然していくべきこともございますし、また、国に対しましてまず状況の報

告をし、適切に対応をしていく必要があろうかというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 要するに、個人の情報が出ていけば、今あったように、それをどう

するかということになるわけなんですけど、出ていった情報は戻ってきませんし、どんどん

広がるということになりますので、その辺をしっかり踏まえたことをやっておかなければ、

個人情報としてインターネットで出ていけば、どんどん広がるというだけで、今言われたよ

うに、そういうことが起こったら対策ということになりますけども、個人の情報が漏れた方

はそれに対する弁償も何もないわけなので、例えば個人情報が漏れたときに、それにかえる

代償といいますか、そういうものがあるのかどうか。あくまで情報が出ていってしまえば、

個人の人は個人の人で仕方がないということになるのかどうか、あわせて伺っておきたいと

思います。情報漏れが起こったときに、個人の情報を出された人はどうなるのかという点で

す。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） まずは、情報が漏れない、漏らさないというのが大前提でござい

ます。仮に情報が漏れるという事態になった場合ですけれども、それをそしたら補償をする

というような手段というのは今のところ持っていないところでございます。国の指導に基づ

きまして、適切に対応をしていくという必要があろうかと考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 
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  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

  東君。 

○４番（東まさ子君） それでは、議案第６２号 京丹波町行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 

  本議案は、町の機関にかかわる申請、届け出、その他の行政手続等がインターネットを通

じたオンラインで行うことができるようにすること。また、マイナンバーカードを使用する

ことで、利用者個人を特定した国の開設するマイナポータルで行政手続の申請や届け出の手

続がオンライン化できることのために条例を制定するものであります。 

  説明では、マイナポータルに関しては、国の求める子育てワンストップサービスにまず取

り組むということで、今、システムの変更、申請の様式をつくっているということでありま

した。まず、こうしたことに取り組みながら、さらに町における各手続についても拡大して

いくということが明らかになっております。これまでどおりの書面等の手続をなくすという

ものではなく、書面に加えオンラインによる申請も書面と同様にみなすということで、利用

者にとって選択肢が増えるということであります。町民にとって利便性の向上が図られると

いうことでありますけれども、一方、町民と職員のかかわりが薄くなることも懸念されます。

ともかく問題は、これらの手続のためには、マイナンバーカードを取得しなくてはいけない

ことであります。マイナンバーカードは、成り済ましや情報漏えいなどが起こる危険性があ

ります。カードの使用の範囲を広げることはリスクが高まります。マイナンバーカードにつ

いては、国民や町民の不安や批判が強く、マイナンバーカードの取得率、これは全国で８％

程度であります。本町のマイナンバー取得率を見ても、３月末現在の状況を報告していただ

いたものを見ますと、１，９００人であります。これは、全町民の６．６％にしかなってお

りません。国は、マイナンバーカードの利用範囲を広げることに躍起になっておりますけれ

ども、国民、町民にとってはリスクが多く、利便性の少ないものであります。マイナンバー

制度は問題が多く、町や住民に大したメリットはありません。利用範囲を拡充するのではな

く、利用の中止、制度の廃止を行うことこそ求められていることを述べまして、本条例の反

対討論といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第６２号を採決します。 
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  議案第６２号 京丹波町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第６２号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３１、議案第６３号 京丹波町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３１、議案第６３号 京丹波町職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  岩田君。 

○１番（岩田恵一君） ちょっとお尋ねをしておきます。 

  今回、民間給与等の格差でという中で、これに準じて実施をするということで、これにつ

いては特別異議はないんですけども、町内の民間企業に実態調査をされたことがあるのか。

あれば役場職員との差異というのがあるのかどうか。 

  それから、改定後の本町のラスパイレス指数は幾らかということで、その指数が、府下で

の位置やね。ずっとこれまで余り上位やなしに下位のほうに位置してたと思うんですけども、

現在の改定後のラスパイレス指数、本町の府下での位置はどうか。 

  また、特にお隣の南丹市さんの合併もありまして、給与実態等との本町との差異はあるの

かどうかについてお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） まず、今回の条例改正につきましては、人事院勧告に伴うものと

いうことで対応をさせていただいております。 

  なお、本町の町内の企業の実態等につきましては、これまでから調査を行ったことはござ

いません。 

  それから、本町の平成２９年のラスパイレス指数でございますけども、９３．１というこ

とになっております。資料が手元にございませんので、この数値が京都府内において、どう

いったところにあるというのは申し上げられないところでございますが、本町におきまして

は９３．１ということで、以前とさほど改善はしていないという状況にございます。 

  それから、近隣市町の給与体系と比べてということでございますけれども、南丹市さんに
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おきましても、給料表等若干異なっておりますので、はっきりと比較ができていないという

状況にございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 特に役場の給与というのは、町内でも民間企業においては興味がある

といいますか、どういう実態なのかなということなので、役場の給与については公開されて

いるというふうに思うんですけども、町内での給与実態との差異がかなりあれば、当然改善

もしていく必要があろうかというふうに思うんです。今、聞かせてもらったら９３．１とい

うことで、大変高いほうではないのかなというふうに思うんですけども、特に職員さんのや

る気とか引き出すのにできるだけ１００に近づけるというのが当然のことだと思うんですけ

ども、そうしたことでの改善をしていく。特に、低いという中には、給料表は６級まで使っ

ているんですかね。他の自治体では、７級、８級ということで採用もされておりますので、

こういうことでの改正についてお考えがないのか、お伺いをしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 給料表等の改定でございますけれども、府内の状況というのもこ

れまでから把握をしているところでございますし、いきなり改善を大幅にしていくというの

も、本町の財政状況から言いましても、非常に厳しいところではございますので、十分研究

等をさらに行いながら適切な体系等も検討をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 今、総務課長が答えたんですけど、給料を決めるのは労使交渉だと思

うんです。総務課長がそういう実態はというような答弁はおかしいでのはないかというふう

に思いますし、これは理事者である町長が主導権を握って、労使間で交渉をして、給与につ

いては改定なり改正をしていくというのが本来でございますので、町長の考え方をお聞きし

ておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 町の職員の給与でラスパイレスが京都府内の中でも低いというような

ことは、承知をしておるところであります。これも長年の労使間のいろんな交渉等の経過と

してあるわけでして、一気に改善をするというようなことも財政の問題もありますので、職

員組合とも十分に話し合いはするわけですけども、議員のご指摘のような、そら、職員のや

る気のためには、少しでも高いほうがいいという部分もありますし、また財政のこともあり
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ますので、その辺も踏まえてこれから労使交渉なりは挑んでいきたいというふうには考えて

おります。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私もお尋ねをしておきたいと思うんですけども、今回、提案理由の

中にあります人事院勧告に応じた手当とあわせて、いわゆる休日に出た場合の振りかえに係

る時間外勤務手当の関係なんですが、新聞にも報道されたわけでございますけども、労基法

違反ということも報道されておったんですけども、この労基法違反ということがわかった時

期というのはいつであったのかということと。 

  それから、合併後、そういうことが今日まで改善されずに来たという点から言いますと、

遡及ということができるようでございますけども、現時点では、どういうような考え方を持

っておられるのか、あわせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 本件につきましては、本年の夏、８月頃に状況のほうを把握をし

たところでございまして、調査等を行ったというところでございます。その中で、条例にも

規定がされていないという状況でございましたので、今回、条例改正を行うこととなったと

ころでございます。 

  また、振替休日におけます時間外勤務手当ということでございますので、日曜日等に勤務

命令を出した場合に、その週のいずれかに休みをとらさなければならないということになっ

ておりますが、状況等によりまして、とれない場合は、その休みに出てきた部分の超過部分

のみ時間外勤務手当を支払うということになっておりまして、その部分が支払いができてい

なかったということでございます。 

  条例につきましては、１２月１日まで遡及をして適用をするということにしておりますけ

れども、それ以前の部分につきましては、現在、改めて状況等も調査をする必要がございま

すし、また、どこまで遡及適用ができるかという部分につきましても、現在調査を行ってい

るという状況にございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 今、調査はもうしているということなんですけども、やはり労基法

違反ということが今ありましたように、８月に把握したということでございますので、本来

なら、わかった時点が基準日だと思うんです。それから、こういう場合には、遡及できるの

が２年というように聞くわけでございますけども、それを１つの基準日にすべきではないか

と思いますが、１２月１日というのはどういう考え方なのか。調査というのは当然必要だと
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思うんですけども、やっぱり違反がわかった時点から遡及するというのは、私は基本的な考

え方だと思いますし、それが筋道ではないかと思うんですけども、改めてその点、町長の見

解を伺っておきたいと思います。 

  それから、人勧にかかわる関係も含めてですけども、職員組合との合意というのはできて

おるのかどうか、あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） わかった時点が８月頃というような曖昧な表現でありましたので、や

っぱり一定の期日から行くというようなことで、整理の中で、１２月という全部の整理がで

きた段階で、そこからというふうな考え方で整理をされたものという認識をしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 今回の条例改正に伴いまして、職員組合のほうには事前に説明を

行っております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 職員組合に説明は行っておるということですけど、協議して合意が

できておるのかどうかということが１つと。 

  それから、今、町長のほうから８月頃ということなので、期日については１２月１日とい

うことなんですけども、８月ということになれば、例えば９月１日からということが本来の

基本的な考え方ではないかと思うんです。というのは、当然、いろいろな調査はしないとい

けないわけなんですけども、その結果としていろんな課題も出てくるかと思いますけども、

未払いであったということがはっきりしておれば、９月１日にさかのぼってということが私

は基本だと思うんですけども、改めて整理という関係から言えば、別に１２月１日でなくて

も、３月１日とか４月１日、これも言えるわけでございますので、整理というのはどういう

整理をあらわしているのかわかりませんけども、やはり当然そういう問題が違反だというこ

とになれば、そら調査もしなければいけないし、いろいろ内容についてもさかのぼらないと

いけないということになるのは当然だと思うんですけども、しかし、わかった時点から未払

いの分をしっかり払うというのは、人事として、人を雇用している立場から言っても当然だ

と思うんですけども、改めてその点についての見解を伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 規定として整理をした日ということで、１２月１日を基準として２年

間という整理でございます。 
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○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 職員組合のほうには説明をさせていただきまして、承諾をいただ

いております。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第６３号を採決します。 

  議案第６３号 京丹波町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、

原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第６３号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３２、議案第６４号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３２、議案第６４号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ちょっとお尋ねをしておきたいと思うんですけども、今回提案にな

っております特別職の条例改正に係っては、当然、副町長にかかわる部分も含まれておりま

すので、本来なら緊急質問という内容だと思うんですけども、副町長の問題について伺って

おきたいと思います。 

  ご承知いただいてると思うんですけども、地方自治法第１６１条を見ますと、都道府県に

副知事を、市町村に副市町村長を置くと。ただし、条例で置かないことができる。副知事、
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副市町村長の定数は条例で定めるというのが第１６１条の地方自治法で定まっております。

また、第１６７条では、副知事及び副市町村長の職務というのも地方自治法で定められてお

ります。 

  そういうことからすると、新聞報道でもありましたけども、副町長を当分置かないという

ことになっておるんですけども、これはこういう条例から言っても重大なことだと思うんで

すけども、町長の見解を伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 副町長につきましては、現在、選任を進めておるところでありますけ

れども、それがこの定例会に間に合わないということで、皆さんには大変ご迷惑をおかけし

ますことを、まずもっておわびを申し上げたいと思います。 

  報道にもありましたけども、今日の最終日に間に合わなかったということで、現在選考を

しておりますので、選考が終わり次第また皆さんのほうにはお諮りをさせていただきたいと

いうふうに思います。ずっと置かないというような意味合いではございません。また、この

間、町政に支障が出ないように、２人の参事にも補佐をいただきながらしっかりとやってま

いりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようによろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 選考中ということでございまして、選考ができれば提案したいとい

うことでございますが、考え方としては、１２月の定例会が終わりますと、定例会としては

３月になるわけなんですけども、その時期なのか、それよりも臨時会を招集してでも提案し

たいということなのかどうか、その点伺っておきたいというように思うんです。 

  ご承知いただいてると思うんですけども、地方自治法第１４９条では、地方公共団体の長

は、おおむね左に掲げる事務を担任するということで９項目あるんです。非常に幅広い町政

全般ですのでね。それと同時に町長というのは権限と権力を持っておるわけでございますか

ら、やはり補佐とすべき副町長というのは、地方自治法でも置くということになっておりま

すので、当然そういうことだと思うんですけども、２人の参事ということでございますが、

あくまでも職員でございますので、そういう立場の違いははっきりしておるわけでございま

すので、その点改めて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） できるだけ早期に選任をしたいという考えでおります。ただ、参謀役

になるわけですから、一方では慎重に選考をしながら早急に人選をして臨時会を開いてでも
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皆さんにご承認をいただきたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第６４号を採決します。 

  議案第６４号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第６４号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３３、議案第６５号 京丹波町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３３、議案第６５号 京丹波町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 
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  これより、議案第６５号を採決します。 

  議案第６５号 京丹波町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第６５号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３４、議案第６６号 農村地域工業導入地区における京丹波町税条例の特例に関する

条例の廃止について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３４、議案第６６号 農村地域工業導入地区における京丹波

町税条例の特例に関する条例の廃止についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第６６号を採決します。 

  議案第６６号 農村地域工業導入地区における京丹波町税条例の特例に関する条例の廃止

について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第６６号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３５、議案第６７号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３５、議案第６７号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関す
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る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） お尋ねをしておきたいと思うんですけども、今回提案になっており

ます条例は、いわゆる町営住宅の一部の用途廃止ということで、取り壊しということになっ

ておるわけでございますけども、取り壊しますと当然そこが更地ということになるんですけ

ども、これの管理は当然普通財産ということになろうかと思うんですけども、近くには民家

もあるわけでございますけども、どのような後の管理を考えておられるのか、伺っておきた

いと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 除却後の土地の利用につきましては、現在決まっておりませ

んが、今後、地元の意向も聞きながら有効に活用できることがありましたら、その土地につ

きまして活用してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 当然、地元や近隣の皆さんとの協議というのは必要かと思うんです

けども、ああいう場所でございますので、例えば何かの樹木、植栽ということも１つの方法

かと思うんですけども、どうしても草がぼうぼうになって草刈りの苦情が来るということが

ないように、地元と早急に跡地をどうするかということを詰めていただいて、きちっとした

管理ができると。近くの人や地元の人もそこを通ったときに、「ああ、よかった」と、「よ

うなったな」というように思えるようなことが必要だと思うんですけども、その辺について

の考え方というのはあるのかどうか。また、どれぐらいの時期を考えて、後の管理をどうし

ようかと考えておられるのか、あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 除却後は用途廃止もしますので、行政財産から普通財産とい

うことになりまして、今後また普通財産としての管理とか利用ということになってくると思

うんですが、その点につきましては、地元も含めまして管理の徹底と利用の促進ということ

で、いろんなことを計画したいと思いますが、時期につきましては、撤去後に関係課とも協

議しながら進めたいと思っております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山下君。 

○１１番（山下靖夫君） この町営住宅は、いつ頃から空き家ができて、最終は今１戸がなく
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なったので今回撤去ということなんですけども、その間の維持管理がどうなっていたのか。

先般、見に行きますと、入ってはいけないかもしれませんけど、１軒だけ施錠がなかったの

で入りますと、畳が２カ所かなり焦げているというような現状を見まして、これは大変なこ

とだなと思ったんですけど、その辺についてどういうふうに把握されているか、お尋ねいた

します。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 小畑団地の最後まで住んでおられた方が平成２８年の６月ま

で１戸に入居をされておりまして、その後、政策空き家ということで管理をしておりまして、

今回、除却ということで撤去のほうを考えております。施錠につきましては、実際、施錠し

ておったわけなんですが、今、撤去の設計をするために入るのに鍵が紛失していたというこ

とで、調査に入っております委託業者のほうが一時的に取り壊して入ったということで、撤

去までの間は再度施錠なりをして管理するようにしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第６７号を採決します。 

  議案第６７号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第６７号は、原案のとおり可決されました。 

  これより１０時４０分まで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２５分 

再開 午前１０時４０分 
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○議長（篠塚信太郎君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

《日程第３６、議案第６８号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第８号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３６、議案第６８号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予

算（第８号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  坂本君。 

○３番（坂本美智代君） １０ページ、歳出の一般管理費の番号制度導入事業に４６６万４，

０００円上がっております。マイナンバー制度がスタートいたしまして２年がたつんですが、

この中の委託料３９８万６，０００円とその下の負担金補助及び交付金を合わせたシステム

改修負担金６７万８，０００円を合わせたものが４６６万４，０００円であるかと思うんで

すけれども、この間、本町の人口比で言えば、マイナンバーカードの普及率は何％であるの

かと。 

  もう１つは、今後、こういったシステム改修なり費用が増えてくるのではないかと思いま

すが、その点の見通しをお伺いします。 

  それと、１１ページの財産管理費でありますが、工事請負費の町有施設維持改修整備工事

５０万円。これはどこの工事費なのか、お伺いします。 

  また、めくりまして１２ページの生涯学習推進費で講演会等開催委託料が４６万８，００

０円減額となっております。その要因は何なのかと。 

  １８ページの民生費の中の給食関連業務委託料ですが、どこに委託されているのかという

のと。今回、瑞穂の給食センターでノロウイルスが発生しましたが、この保育所に関しまし

ても、そういった職員の徹底はどのようにされているのか、お伺いしたいと思います。 

  １９ページの保健センターの管理事業です。光熱水費が５９万７，０００円と上がってお

りますが、その原因は何なのか、お伺いしたいと思います。 

  それと、最後ですが、土木費、２５ページ、住宅管理費であります。修繕料が２１０万円

上がっておりますが、どういったことの修繕費なのか、お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） マイナンバーカードの交付率でございますが、１万５，７７１枚

を通知いたしまして、そのうち１１月の末時点でございますが、１，１４８枚、率にいたし

ますと７．３％という状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 
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○総務課長（中尾達也君） 同じく１１ページでございますが、番号制度導入事業の４６６万

４，０００円でございまして、内訳としまして、委託料のところのシステム改修委託料５３

万円、番号制度導入支援業務委託料３４５万６，０００円、その下の負担金補助及び交付金

のシステム改修負担金６７万８，０００円、この３つの合計でございます。 

  まず、一番大きな番号制度導入支援業務委託料でございますけども、特定個人情報の管理

状況につきましては、まず自己点検を行うということが義務づけられておりまして、その点

検業務の手順書の作成でありますとか、ほかの業務との整合性をとる意味での調査とか、そ

ういった部分を委託をするものでございます。 

  また、このほかのシステム改修委託料なり改修負担金につきましては、この個人情報に関

係します福祉サービス等のシステム、あるいは健康管理システム等の改修が必要となってま

すので、その委託料でございます。 

  なお、今後、こういった改修等が発生するかどうかというところでございますけども、現

段階におきましては、将来的な業務等の改修につきましては、まだ把握ができていないとこ

ろでございます。それぞれ国のほうからの指導等によりまして、システム等の改修が必要に

なる場合につきましては、その都度対応せざるを得ないという状況にございます。 

  また、個人番号の関係での改修ということになりますと、事業費に対しまして、国の補助

等があるということになっておりまして、１０分の１０から３分の２の補助をいただいて改

修を行うこととなっております。 

  続きまして、同じく１１ページなんですけども、財産管理の町有施設維持改修等整備工事

５０万円でございます。これにつきましては、丹波地区上野にあります屋外チャイムの撤去

ということで３０万円、それから下山地区にあります町が管理しております街灯の修繕とい

うことで２０万円、合計５０万円を計上したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） １２ページの生涯学習推進費の委託料４６万８，０００円の減で

ございますが、これにつきましては、講師報償ということで５万３，０００円も上がってお

るわけでございます。人権講演会の講師等の業者委託をしようとしておったわけでございま

すが、今回、直接講師をお願いしたために、新たに講師報償５万３，０００円を計上してお

るわけでございます。それに伴いまして、委託料を３５万円全額減額するものでございます。 

  また、７月２９日に開催いたしました人権映画会の委託料の残金でございますが、１１万

８，０００円についても合わせて減額いたしまして、合計４６万８，０００円の減額という
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ことでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 津田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（津田知美君） １８ページの給食関連業務委託料でございますが、給食の

調理師の欠員補充、また代行の際にシルバー人材センターから調理員さんの派遣を委託して

おります。 

  また、ノロウイルスの検査でございますが、大量調理施設の衛生管理マニュアルに基づき

まして、１０月から３月までの期間、調理師のノロウイルス検査を実施しております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） １９ページの保健センター管理費でございますけれども、そ

れの光熱水費の増額でございます。ご承知のように、瑞穂保健福祉センターのほうにおきま

して、デイサービス事業のほうを社会福祉協議会のほうで運営をいただいておるところでご

ざいますけども、そこのデイサービスの浴槽の水位を約１５センチ上げさせていただきまし

た。これにつきましては、肩までゆっくりつかりたいという利用者の方からの要望等による

ものでございまして、そうしたことによりますガス代等の増額等が１点でございます。 

  もう１点につきましては、玄関を入っていただいたところで、右側が保健福祉課の事務所、

また左側につきましては社会福祉協議会のほうの在宅部門の事務所のほうになっております

けども、入っていただいたところのホールのところが寒かったり暑かったりというようなこ

とをお聞きしておりまして、入っていただいたところで申請等をされることもございますの

で、そこの待ち合いホールの冷暖房につきまして、毎日そこを入れさせていただいておると

いうようなことから、電気代等が上がったものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 土木費のページでいいますと２５ページの住宅管理費の需用

費の修繕料の２１０万円につきましては、町営住宅の給湯器の交換が必要となりましたので、

４団地で７件分の給湯器の修理代を計上しております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ただいま住宅の分は給湯器ということで７件分でありますが、この

住宅の修繕の場合、個々の使用の仕方によっては修繕が必要になってくるということもある
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んですけど、そしてまた使用年数もかかるわけですが、町の負担する部分とか使い方によっ

てこの部分は個人さんが負担してもらわなあかんよといった部分がきちっと明確に規則に載

せられているのかどうか。１つは、換気扇の使い方等にもありまして、掃除がきちっとでき

てなくて、それも使用者の個々の使い方にも関係してきたりするので、そういったことが

多々あるのではないかと思うんですけれど、その辺の修繕の町との分担のわかりやすいそう

いったものがあるのかどうか、その点をちょっとお伺いしたいのと。 

  先ほどの光熱水費ですね。デイサービスでゆっくりと、特に冬場になったら余計にゆっく

りと肩までつかりたいという利用者さんの要望に応えてということでありますが、これまで

はそういったことはなかったのかどうか、季節的にそんなことはなかったのかどうか、今回

そういった利用者さんの要望が強かったということで、光熱費も上がったということなのか、

その点もう１回お伺いしたいと思います。 

  それと、先ほどの１０ページの番号制度の関係なんですけど、今後、システム改修負担金

とシステム改修の委託料というのが、今回は子育ての関係でシステム改修というのが必要と

いうことでありますが、今後、システム改修費というのがどんどん増えてくるということを

予想はされるのではないかと思いますが、その点改めてもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 町営住宅の退居のときに交換していただく部分とか、こうい

う場合は個人で負担していただかなくてはいけないとか、入居の際にそういう一覧を渡させ

ていただいて、それでご理解をいただいて入居していただいておるということで、細かい部

分で町が負担するべきものか入居者かというのは、その状況によっていろんな場合があると

思いますが、基本的にはルールは決めておりますので、そのルールに従って普通に使ってい

ただいておっての老朽化したものかとか、そういった点につきましては、退居の際にお互い

立ち合いの中で相談のほうもさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） 保健福祉センターの光熱水費の先ほどのデイサービスのお風

呂の関係でございますけれども、私も開設当時から約５年間、それとまた１０年前にも今の

ところにおりますけども、その間にはそういったことはお聞きしておりませんし、また現在

も聞いておりませんし、またそういった引き継ぎのほうも受けていない状況で、今回そうい

ったことが出たんだということで認識をしております。 

  以上です。 
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○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 番号制度に関係しますシステム改修でございますけれども、国の

制度の改正とかそういう内容によりまして、当然、こちらのシステム自体も改修をする必要

が出てこようかというふうに思います。ただ、現段階におきまして、今後の見通しでありま

すとか、そういったことで細かなところはまだ示されておりませんので、現段階では将来的

な改修の計画とか、それに伴う負担であるとか、そういったものはまだ持ち合わせていない

という状況にございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） １９ページなんですが、衛生費、目の予防費でちょっとお聞きしたい

んですが、予防接種事業、肺炎球菌の高齢者の残った返還金ということで５万２，０００円

上がってます。本年、この予防接種事業に対しての高齢者何名ぐらいが接種されたのか。ま

た、返還の５万２，０００円とは何名ぐらいの返還になっているのかということと。周知に

対しては、個人で助成に当たっている方は、個別の通知を私もしていただいて受けたことが

あるんですが、そういった形で例年どおりされていたのかどうか、お聞きいたします。 

  それと、今、坂本議員さんが言われました２５ページの住宅管理費の給湯器に関してなん

ですが、これはちょっとおかしい質問になるかもしれないんですけど、今、条例で上がって

ました小畑団地で廃棄の給湯器が新しいような、光ったような給湯器があったんです。そう

いった給湯器は使えるのではないかといって一緒に見ていたんですが、そこら辺のことをま

た一遍行って見ていただいて、光ってきれいな感じで、周りは汚いんですが、ちょっと１回

使えるようなものがあれば、また使っていただけないかどうか、そこら辺細かいことを言っ

て申しわけないんですが、また調査をしていただけたらうれしいと思います。 

  それと、２７ページ、教育費なんですが、このたび教育長の英断によりまして、要保護・

準要保護の就学援助費入学前の支給に対しまして、こうして補正をしていただきまして、皆

さん喜んでいただいてると思います。その件に関しまして、例規集を新しくいただきまして、

１１５９ページなんですが、支給方法等の第８条第３項のところに、「就学援助費の支給時

期は、７月、１２月及び３月とする。」それから、ただしというところから、「ただし、教

育委員会が必要と認める場合は、その都度支給するものとする。」このただしからの文言が

平成２５年の例規集に今回つけ加えられた要因をお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） まず１点目に、肺炎球菌ワクチンの関係でございますけども、
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これは後期高齢者医療連合からの補助金ということになっておりまして、これは７５歳以上

の該当の方ということで、申請をいたしました返還金ということになっております。 

  それと、平成２９年度につきましては、現在もまだ期間中でございますので、数値につき

ましては、平成２８年度の数値ということでお許しをいただきたいんですけども、平成２８

年度に肺炎球菌ワクチンの接種をされた方は５９３人ということで聞いております。 

  また、対象につきましては生涯１回限り、それと、ご承知のように年齢があるというよう

なことで、対象の方には毎年それぞれ個別のほうで通知をさせていただいてるというところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 西村教育次長。 

○教育次長（西村喜代美君） 就学援助の規則でございますが、平成２７年５月１日に改正さ

せていただいております。就学援助認定者が援助費の支給時期７月、１２月及び３月までに

町外へ転出する場合には、認定期間の援助費をその都度支給できるということで改正をいた

しました。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 先ほど申されました小畑団地の中の個々の機器とか全体の機

器の把握まではできておりませんが、現場のほうも確認をさせていただきたいと思いますが、

政策空き家として長い間使っておりませんでしたので、機器も使っていないとさびついてる

とかそういうこともあると思いますので、一度確認はさせていただきますが、使えるものは

言われるようにどこかで利用できるものは使っていきたいとは思いますが、ちょっとその辺

は現場のほうを見て確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） １９ページの予防接種事業のところの返還金なんですが、何名分ぐら

いの返還金だったのかということを再度聞かせていただきたいのと。 

  ７５歳以上の府の補助金と言われましたか。そのことをもう少し丁寧にお伺いしたいと思

います。 

  例規集の説明を次長にしていただきました。途中で入ってこられた方に対しての支給とい

うことだったんですか。済みません。聞き漏らしてました。再度お願いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 西村教育次長。 

○教育次長（西村喜代美君） 京丹波町から他町へ出られた場合、７月の支給が終わっており
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まして、９月にもし転出されましたら、９月分までの支給という形でさせていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） まず、補助金でございますけども、これにつきましては、京

都府の後期高齢者広域連合の市町村との連携強化事業補助金というものでございます。それ

につきまして、申請者のほうを当初出させていただいてたよりも５０名ほど少ないというこ

とで、今回減額をさせていただいて、平成２８年度分でございますので、既に入っておった

ということで、今年度返還をさせていただくものでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） ちょっと何点かお尋ねをしておきたいと思うんですけども、歳入の

３ページで１点お尋ねしておきたいのは、災害復旧費分担金が今回７２万３，０００円追加

になっているんですけど、既に６０万円の既決はあるんですけど、合わせて１３２万３，０

００円となっておりますが、この分は激甚という災害になれば１割の負担ということになり

ますので、事業費としては１億３，２３０万円の１割という理解でいいのかどうか、１点お

尋ねをしておきたいと思います。 

  それから、６ページの財産収入の関係なんですが、土地建物貸付収入ということで９１万

円の減額になっておるんですけども、この理由はどういうことなのか、お尋ねをしておきた

いというように思います。 

  歳出の関係で１点お尋ねしておきたいのは、管理職員特別勤務手当というのがそれぞれ目

ごとにあるんですけども、具体的には管理職特別勤務手当というのはどういうものなのか、

内容について伺っておきたいというように思います。 

  それから、時間外勤務手当の関係でお尋ねしておきたいんですが、１点は、１３ページで、

税務総務費で７１万７，０００円なり戸籍住民基本台帳費で７３万５，０００円、それぞれ

時間外勤務手当が上がっておるんですけども、具体的には、特別、時間外ということの、た

だ日常業務の中の時間外勤務ということなのか、特別何かあったのか、伺っておきたいと思

います。 

  また、１５ページの民生費の社会福祉総務費なんですけども、ここでは３５７万５，００

０円の時間外勤務手当が出ております。特別理由というのは３５７万５，０００円ですので、

ちょっと伺っておきたいと思います。 

  １９ページの診療所費の関係でお尋ねしておきたいんですが、医師住宅建築事業で、地方
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債が１，４６０万円の減になっておるんですが、これは当初見込みと変わった理由、対象外

ということになったのか、一般財源が７１９万１，０００円追加になっておりますので、地

方債の対象にならなかったということなのかどうか、伺っておきたいと思います。 

  それから、農林水産業費の関係でお尋ねをしておきたいと思うんですけども、１つは、２

０ページの農業振興費でございますが、特産物等作付奨励金というのが７６万円あるんです

けども、現時点でいろいろ取りまとめの時期だと思うんですけども、追加の理由をお尋ねし

ておきたいと思いますし、また、あわせて、国産飼料推進助成金というのが３２７万６，０

００円上がっておりますが、これについても内容を伺っておきたいと思います。 

  それから、畜産業費の中で修繕料が７５万円ありますが、具体的に修繕の内容について伺

っておきます。 

  それから、工事請負費で、ロケ地整備工事ということで１，９２０万６，０００円という

のがあるんですが、非常に多額のロケ地整備工事ということで、これまで取り組んできてお

るわけでございますけども、具体的にこれだけの工事の追加をするということだと思うんで

すけども、内容について伺っておきたいと思います。 

  それから、２１ページ、節の説明を見ますと、耕作補償金というのが５５万３，０００円

減額で出ておりますが、具体的にはどういうことで耕作の補償をするということになったの

か、伺っておきたいと思います。 

  また、あわせて、林業総務費の中で時間外勤務手当が１７３万３，０００円あるんですけ

ども、増額の理由を伺っておきたいと思います。 

  それから、商工費が２２ページなんですが、ここで時間外勤務手当が１００万円の減にな

っておるんですが、当初の見込みから減ったということだと思うんですけども、具体的には

どういう理由で見込みと変わったのか、お尋ねしておきたいと思います。 

  それから、商工費で商工会プレミアム商品券発行事業補助金というのがあるんですけども、

具体的にはどういう内容のものなのか、商工会プレミアム商品券発行事業ということになっ

ておりますので、内容について伺っておきたいと思います。 

  それから、ロケーションオフィス事務所整備工事ということで６１６万７，０００円あり

ますが、これまで事務所の整備に取り組んできておったわけでございますけども、資料もい

ただいておったわけでございますけども、これは当初の計画を具体化する予算化ということ

なのか、当初の見込みの費用から追加ということだと思うんですけども、整備工事の追加と

いうことで、これまでの当初の事業費の中ではできない費用なのかどうか、伺っておきたい

と思います。 
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  それから、２３ページの土木費なんですが、謝礼等というのと自動車等借上料というのが

あるんですけども、謝礼というのはどういう場合に、道路維持費の中でございますのでお尋

ねしておきたいと。借上料についても、どういう場合の借上料ということなのか、伺ってお

きたいと思います。 

  それから、認定外道路整備事業補助金というのが１６０万円上がっておりますが、これは

具体的に何件ぐらいの申請があったのか、内容について伺っておきたいと思います。 

  それから、２４ページの河川修繕工事が４００万円上がっておるんですが、資料はなかっ

たと思うんですけども、具体的に内容について伺っておきたいと思います。 

  それから、教育費の関係で、２６ページなんですけども、臨時雇用賃金というのが２３７

万３，０００円あります。説明のところでは、学童保育事業ということで２６５万９，００

０円上がっておりますが、これの雇用賃金かと思うんですけども、増額をする理由というの

はどういうことで今回補正をされておるのか、伺っておきたいと思います。 

  それから、２７ページで学校管理費で光熱水費が２１８万６，０００円上がっておるんで

すけども、当然小学校の関係でございますけども、当初の見込みと変わってきた理由はどう

いうことなのか、伺っておきたいと思います。 

  それから、２８ページ、幼稚園費の関係なんですけども、時間外勤務手当が１９５万３，

０００円追加になっておるんですが、具体的にどういう理由ということなのか、伺っておき

たいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） まず、歳入の３ページの農業災害復旧費分担金でございます。

こちらにつきましては、台風２１号災害で発生をいたしました部分でございまして、補助災

害３地区の国の補助災害の部分でございますけれども、事業費を２，４１０万円と現在見込

んでおりまして、そのうちの受益者負担３％の７２万３，０００円ということでございます。 

  それから、先に農林関係を行かせていただきますけれども、２０ページの歳出の部分でご

ざいます。水田農業構造改革対策助成事業の関係でございますけれども、こちらのほうにつ

きましては、町のほうでも推進を図っております加工米の栽培面積の増加によるものがまず

１点ございます。当初、見込みよりも７．６ヘクタール増加をしておるということから、今

回取りまとめ等ではっきりわかってきましたので、その部分を増加させていただくというこ

とでございます。 

  また、国産飼料推進助成金の関係でございますけれども、こちらにつきましては、国の経

営所得安定対策の中で従来実施をしてきておったわけでございますけれども、制度の見直し
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によりまして、耕畜連携助成によります助成金が本年度から経営所得安定対策の中から外れ

るということで、本年度につきましては、町のほうで助成をすると。また、次年度につきま

しては、産地交付金なり、昨日も会議があったわけでございますけれども、京都府の産地資

金で次年度については対応をさせていただく予定としておるところでございます。 

  次に、畜産業費の修繕料でございますけれども、南部堆肥センターの施設の堆肥の攪拌装

置の爪の４本の修繕でございます。長年やってきておりますので、爪のほうが腐食によって

破損をしたということで、今回修繕料を上げさせていただいておるところでございます。 

  また、同じページの鳥インフルエンザ発生農場跡地のロケ地整備工事の関係でございます

けれども、現在、さきにお認めをいただいております工事請負費におきまして、建屋の工事

を実施をしておるところでございます。そうした中で、現地の地盤の関係がございまして、

基礎工事に大幅な金額の増加が要るということで、今回につきましては、当初でお願いをし

ておりました測量設計等の委託料なり跡地解体撤去工事分をロケ地整備工事のほうに回させ

ていただきまして、２期工事として内装の工事をさせていただくというものでございます。 

  それから、耕作補償金でございますけれども、こちらにつきましては、坂原の稲荷池の工

事の部分でございまして、今年度、圃場のほうを借りまして、停滞水等の土の改良等を行う

予定としておりましたが、次年度に繰り越すということで、今年度については減額をさせて

いただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森商工観光課長。 

○商工観光課長（山森英二君） まず１点目の時間外勤務手当の１００万円の減額の理由でご

ざいますが、商工観光課は、町外に出ましていろんなイベントの開催に参加をするというよ

うなこともございます。したがいまして、そういう状況の中でイベントの参加ができなかっ

た部分、また、そういうことも含めまして、１点目としては、時間外勤務手当の不用額が出

たということであります。 

  あわせまして、今年度については、食の祭典が台風の接近によりまして中止になったとい

うことであります。これについては、直前まで準備はしておりましたけれども、開催日の前

の準備、また当日の早朝から出たりすることもありますので、そういう時間外勤務手当の不

用額が出たということで、おおむね１００万円の減額をさせていただいているところであり

ます。 

  ２点目のプレミアム商品券の内容でございますけれども、京都府の介護保険の返戻地域活

性化事業というのがございます。これにつきましては、京丹波町で満９０歳の高齢者の方に
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対しまして、プレミアム商品券を発行するという事業になっております。それにつきまして、

京都府が追加で発行いたしますので、それの補助金にかかわります町も上乗せをするという

ことで、今回、１１万６，０００円をお願いをしているところであります。京丹波町の該当

の方については、平成２９年度で７７名ということでお聞きをしているところであります。 

  ３点目のロケーションオフィスの６１６万７，０００円でございますけれども、今回の補

正予算の主な事業概要を議員さんにもお配りをさせていただいておりますが、工事の内容と

いたしまして、野外ステージの撤去、うるおい館の外壁の再塗装、来場者用の自動ドアの設

置、まちなか映画館の暗幕の設置ということで、主な事業を掲げております。もともと野外

ステージの撤去については、当初から見込んでおりましたけれども、うるおい館の外側のこ

のほど入り口になりますけれども、その周辺の再塗装をする必要が生じたこと。また、現在、

入り口が２カ所ありますけれども、１カ所については再点検をさせていただきましたところ、

自動ドアの取りかえが必要になったというようなことが生じまして、今回補正をさせていた

だいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） まず、１点目、６ページでございます。 

  財産収入の土地建物貸付収入の９１万円の減額でございます。土地貸付料としまして、蒲

生にあります町有地の貸し付けの部分でございまして、旧ローソンの建物が建っているとこ

ろでございます。これにつきまして、利用実態という状況等の中から、契約は続いておりま

すけれども、賃料としては、今いただいていないという状況にございまして、月額９万１，

０００円の１０カ月分ということで計上をいたしております。 

  なお、現在、活用等も含めまして、引き渡しにつきましても調整中となっております。 

  それから、１３ページ、時間外勤務手当の関係でございます。 

  １３ページ以降、時間外勤務手当をそれぞれ費目ごとに計上をしているところでございま

して、まず、１３ページの戸籍住民基本台帳費の関係の時間外勤務手当７３万５，０００円

でございますが、これにつきましては、一般的な通常業務の中でこれまでの残業の実績等に

基づきまして、今後の見込みにより計上をさせていただいたところでございます。 

  それと、１２ページに戻りまして、総務管理費の関係、時間外勤務手当１２４万６，００

０円でございます。これにつきましても、通常業務の中で予算を組んでおるわけですけども、

これまでの実績、それから今後の見込みということで増額をさせていただいております。 

  それから、同じく１３ページ、税務総務費の関係、７１万７，０００円でございます。こ
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れにつきましては、次年度の賦課に向けた業務ということで、今後時間外勤務の必要が見込

まれておりますので、それに係ります部分について計上をさせていただいております。 

  それから、１５ページでございます。 

  社会福祉総務費の時間外勤務手当３５７万５，０００円でございますが、これにつきまし

ても、いろいろと事業等を抱えている中で、これまでの時間外勤務の実績等に基づきまして、

今後の見込みにより増額とさせていただいております。 

  それから、時間外勤務手当からは外れますが、１９ページでございます。 

  診療所費のところで、医師住宅建築事業に係ります財源ということで、１，４６０万円地

方債を減額をしまして、一般財源に振りかえをしております。これにつきましては、次年度

以降、医師住宅の建築が次年度予定をしておるわけですけども、公営企業の病院のほうの会

計によりまして、事業のほうは実施をするという予定としております。それにかかわりまし

て、事前に設計業務につきまして、一般会計のほうで計上をしておったわけですけれども、

あとの事業が企業会計になるということで、起債のほうについては区分が異なるということ

から、一般会計での起債というのができないという状況になりましたので、この部分につき

ましては、減額をさせていただいて、一般財源に振りかえをさせていただいたところでござ

います。 

  それから、２１ページの林業総務費の時間外勤務手当１７３万３，０００円でございます。

これにつきましても、通常業務に加えまして、災害復旧事業も出てきておりまして、これに

対応する時間外勤務手当ということで、新たに計上をさせていただいております。 

  それから、２８ページの教育費、幼稚園費の時間外勤務手当でございます。これにつきま

しては、通常の時間外勤務で例年の予算計上をしておりましたけれども、本年度、幼稚園の

府内の発表会といいますか、事例研究の報告会等があったというような関係で、平年以上に

時間外勤務を必要としたということから、今後の見込みにつきまして計上をさせていただい

たところでございます。 

  それから、同じく管理職の特別勤務手当でございます。これにつきましては、管理職につ

きましては、時間外勤務手当というのはございません。災害等におきまして、管理職、まず

１号動員ということでかかってまいります。災害の対策本部なり設置した場合に詰めていた

だくということになりまして、休日あるいは平日の夜の１２時以降につきまして、勤務をし

た場合につきまして、時間外勤務手当にかわる特別勤務手当ということで支給をしているも

のでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 歳出の２３ページ、土木費の道路維持費の報償費の謝礼につ

きましては、本年６月に各集落に向けましてアンケート調査を実施いたしまして、そのアン

ケート調査に基づきまして、要望の多くありました区内の除雪作業に対する費用助成につい

て、何かないかというようなご意見をいただいておりましたので、年１回定額といたしまし

て、燃料費等相当額を謝礼として支払うということで、年１回４，０００円の９３地区分を

計上しております。 

  続きまして、自動車等借上料の６８万円につきましては、除雪計画の見直しによりまして、

除雪ローダー１台のリース代を追加するものです。配置につきましては、瑞穂地区の三ノ宮

地区の除雪用に配備する予定としておりまして、１台の３カ月分の６８万円を計上しており

ます。 

  続きまして、２４ページの認定外道路整備事業補助金の１６０万円につきましては、当初

実施地区を１０地区ということで見込んでおりましたが、最終要望が１７地区ということに

なりましたので、その不足額を補正するものです。 

  同じく２４ページの河川総務費の河川修繕工事につきましては、当初から予定をしており

ました安井地区の普通河川安井谷川修繕工事におきまして、現地測量設計を実施した結果、

修繕工事範囲が確定し、それに基づき積算を行った結果、予算超過となりましたので、不足

額の補正を行うものです。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 西村教育次長。 

○教育次長（西村喜代美君） ２６ページの臨時雇用賃金につきましては、学童保育の職員の

賃金です。それにつきましては、今まででしたら２名程度で勤務に当たっていただいたわけ

なんですけど、子どもの安全性から考えまして、人数も増加しておりますので、今年度から

３名ないし４名でしていただいております。また、１０月から通勤費もつきましたのでその

分と、それと学童保育の下山、竹野の送迎につきまして、職員がしていたわけなんですけど、

お願いをしましてその賃金でございます。 

  それから、小学校費の学校管理費でございますが、それにつきましては、今年度よりエア

コンのほうを活用させていただいております。エアコンによりましての電気料等の５校の各

学校の補正でございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 
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○４番（東まさ子君） １７ページであります。 

  福祉厚生常任委員会でもお聞きしていたわけでありますが、高校生の医療費助成でありま

すが、これの対象の問題でありますが、１８歳ということで年齢が区切ってあるということ

でありますが、例えば三和分校でありましたり、美山町の美山分校では、４学年在学という

ことになっておりまして、これはそしたら一度登録申請をしておいたならば、１８歳を超し

たら受けられないということになるのかどうか、これまでどうだったのか、お聞きをしてお

きたいと思います。 

  それから、２７ページであります。 

  就学援助費については、入学前に支給ということで、それも対象者に郵送で通知するとい

うことで、大変喜ばしいことであります。その申請でありますけれども、これまでも言って

おりましたけれども、今まで民生児童委員さんの助言というのが必要となっておりました。

これについては、法的根拠もないということから、京都府内でもこういう助言を求めている

ところは２つの自治体ぐらいしかないというふうに認識をしておりますので、ぜひとも来年

度からでもこういう認定に介入とまではいかないかもわかりませんけれども、そういうこと

にもつながることも考えられるので、ぜひこれは見直しをしていくべきではないかというふ

うに思いますが、これは教育長にお聞きをさせていただきます。 

  それから、７ページの雑入でありますけれども、市町村との連携強化事業補助金というこ

とで２６万円上がっておりますけれども、これはどういうことなのかお聞きをしたいのと。 

  それから、１０ページ、番号制度のことがありましたけれども、１０分の１０から３分の

２ということで国の補助があるということでありましたが、これを見てみましたならば、４

６６万４，０００円のうち８０万４，０００円しか国・府の補助金というのはないのであり

ますけれども、こういうふうになってきますと、本当に自治体の負担が増える一方となって

くるというふうに思っておりますが、この８０万４，０００円というのは、委託料、負担金、

３つ項目が上がっておりますけれども、どの部分に該当するのか。また、交付税で何らかの

措置があるのかどうか、お聞きをしておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） まず、１７ページの高校生等医療給付費につきましてでございま

す。これにつきましては、１８歳に達した方で、その年度の３月３１日までということで規

定をしておるところでございまして、１８歳に達した誕生日までではなくてその年度の３月

３１日まで、高校生で言いますと、卒業されるまでということでご理解いただけたらという
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ふうに思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 東議員さんの就学援助の認定に伴いまして、民生児童委員さんに意

見を求めている件についてでありますが、これまでの考え方は、それぞれの地域で必要な支

援、援助を必要とする子どもたちがいると。そのことを民生児童委員さんにもご承知いただ

いて、地域で必要なご支援をいただこうと、そういう趣旨で意見を書いていただきました。

そういう手だてがないと、それぞれの地域に支援の必要な子たちが要るのかどうか、そのこ

とを知っていただく意味でも必要だということを考えて、そういう措置をこれまで続けてき

ました。この件につきまして、過日、民児協の役員さんとも入学前の支給事務の件について、

説明をする際にその件についても議論をさせていただいて、当面そういう考え方もあるのか

なということで一定のご理解もいただいてますし、今後とも民児協の皆さんとも十分に議論

をしていきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） 雑入の中の市町村との連携強化事業補助金の関係でございま

す。これにつきましては、先ほど森田議員さんからもご質問をいただいてた分なんですけど

も、後期高齢者医療広域連合の市町村との連携強化事業という補助金で、広域連合のほうか

ら入ってくる分でございます。主に対象になりますものが先ほど言っていただいてました高

齢者の肺炎球菌の予防接種に係るもの、また、食の自立支援事業に係るものというようなこ

とで、それぞれ申請をさせていただいております。 

  それと、先ほど森田議員さんの中で、肺炎球菌ワクチンの関係の補助金の返還金というこ

とで言わせていただいておったんですけども、これにつきましては、対象が非課税世帯の方

の自己負担分を市町村が持っておるということで、その分に係るということで、平成２８年

度分では１３名分を減額をさせていただいておるというようなことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） １１ページでございます。 

  番号制度導入に係りまして、システム改修、１３節の委託料のところのシステム改修委託

料の５３万円と、１９節、負担金補助及び交付金のシステム改修負担金６７万８，０００円。

この合計１２０万８，０００円に対しまして、国・府から３分の２ということで、８０万４，

０００円の補助をいただくこととしております。 
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  なお、一番金額が高い番号制度導入支援業務委託料３４５万６，０００円につきましては、

単独の事業ということでございまして、本町が特定個人情報の管理の状況等の自己点検を行

う必要があるというふうに先ほども説明をさせていただいておりまして、そのもととなりま

す点検業務のやり方、いわゆる手順書でありますとか、その他の業務との整合性という部分、

非常に専門性が高いということもございまして、この部分については外部委託をお願いをす

るということで、単独事業となっております。 

  なお、交付税の措置につきましては、今のところ当たるものはないという状況にございま

す。 

  また、今後におきましても、先ほども申し上げましたように、システム改修等につきまし

ては、まだ発生する可能性もございますし、その部分に関しましては、国の事業でもござい

ますので、国のほうからの補助金等によりまして、対応ができるものというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 番号制度支援業務ですけども、委託先はどこに委託されているのか、

お聞きしておきたいのと。 

  それから、高校生の医療費無料化の件ですが、三和分校、美山分校、４年在学となってい

るんですけども、これは高校生でありながら１年残してだめになるのか、費用がかかって大

変だということもお聞きしたというのもあって、高校生であるので３年で終わるのか、４年

で終わるのかということにもなってくるので、これは同じ高校生に助成するので、今後、見

直しが必要になってくるのではないか。３年途中でだめになるというのは大変矛盾をはらん

でいるのではないかと思いますが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 名前が高校生という助成の対象になってますけども、高校生という定

義で行きますと、高校にはどの段階でも入学が可能になってくるということもありますし、

定時制の分校のことをおっしゃってるんだと思いますけども、そういう意味では、年齢で区

切るということについては、一定の公平性があるというふうに理解はしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 高校を選択するのに、３年の普通高校と言ったらおかしいか知りませ

んけども、高校を選択するのか、分校を選択するのかというのは、選択肢でありますので、

分校も高校生であるという定義になるのではないですか。 
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○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） もちろん高校生は高校生でありますけども、この制度としては、高校

生という名前がついてますけども、１８歳になるまでであれば、高校に行かない人に対して

も助成をしているということでありますので、そういう意味では、年齢で区切るということ

で一定の公平性があるというふうに理解をしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） １１ページの番号制度支援業務の委託先でございますけども、今

のところ考えておりますのは、例規集の関係等も整備等もございますので、そういったとこ

ろで株式会社ぎょうせいの委託というものも考えているところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私もそれぞれ答弁いただいたんですが、ちょっとあわせて伺ってお

きたいと思います。 

  １つ、番号制度の導入なんですが、福祉厚生常任委員会でもお尋ねをしておったんですが、

手続の件数については、先ほど住民課長のほうからあった件数だと思うんですけども、投資

額ですが、どのくらいこれまで番号制度に伴ってお金を入れてきたんだということは、後日

また言いますということでしたので、改めてその点をお尋ねしておきたいのが１点でござい

ます。 

  それから、先ほどロケ地整備工事の関係で、１，９２０万６，０００円の追加の件で、建

屋の工事の基礎部分の追加ということでございましたが、当然こういうものを建てる場合に、

調査もされておったかと思うんですけども、改めて２，０００万円近いお金を基礎工事に追

加しなければならないということは、当初の見込みとどういうことでこれだけの追加が必要

になったのか。基礎部分でございますので、基本だとは思うんですけども、どんどん投資を

していくということになりますので、やはりそのことが本当にどうであったのか。当然、現

在あったものを解体してそこに建てるということの説明はあったわけでございますけども、

当然１つの町の施設でございますので、基礎部分についての調査というのは、当然されて進

められてきたと思っておったわけでございますけども、改めてその点を伺っておきたいとい

うように思います。 

  それから、社寺等の関係を総務文教常任委員会でもお尋ねをしておった経過があるんです

けども、具体的に現在予定をしておるところは聞いたわけでございますけども、該当しない

ところですね。町内にあります神社仏閣等やはりどのように維持管理していくかということ

も大きい課題で、なかなか該当しない神社仏閣を持っておる集落やいろんな組織では、非常
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に苦労をされておるということも聞いておるわけでございますけども、そういったことを踏

まえて今後検討もしていきたいんだという答弁もいただいたんですけども、具体的に町内に

そういう神社仏閣というのはどれぐらいの施設があったんだということも改めて調査をされ

ておればお聞きしたいと思いますし、できるだけ早い時期での検討ということを求めておき

たいと思うんですけども、改めて見解を教育長に聞いておきたいと思います。 

  それから、町長に１８歳の医療費の関係で年齢ということでございましたけども、現時点

の条例では、今、町長が言われるとおりの位置づけになっておると思うんですけども、本来、

この制度を導入するときに、高校生というのは一般的に言われている中で、それを対象にす

るときに年齢をどうするかということも含めて検討された経過はあると思うんですけども、

今ありましたように、定時制高校というのもありますので、やはりそういうものも１つの枠

の中に入れるといいますか、そういう考え方も今後この制度が本来の目的や趣旨から考えて、

そういう範囲を見直していくということも私は必要だと思うんですけども、その辺の考え方

ですね。全くそういう考えていくような思いはないのか。いや、一定その辺は検討しなけれ

ばならない部分もあると考えておられるのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、高校生という概念で行き

ますと、高校生にはどんな年代の人もなれるわけでありまして、この制度の趣旨自体は子育

て支援ということでありますので、高校生となっておりますけれども、高校に進学されない

で働いている方についても、１８歳まではこういった助成が適用されるということでありま

すので、高校生として４年制の高校に行っておられる方については、高校生ではありますけ

ども、そこは１８歳で一定の線引きをするということについて、いろんな形で公平性はある

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 文化財保護についてのご質問にお答えします。 

  府なり、また国なりについては、例えば絵画であれば明治以前であるとか、仏像であれば

室町以前のように、一定の要件が定められております。その要件を定めるものについては、

教育委員会としても明確に把握しておりますが、それ以降、近代も含めますと、把握してい

るものもあれば、できていないものも当然ございます。これらについては把握に努めていき

たいとは１つは思います。 

  そして、文化財保護の援助のあり方については、国や府に要望をすること。そして、また、
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町としてどんなことができるのか、これはしばらく調査研究をさせていただく必要があるの

ではないかなと思います。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 済みません。先ほどの回答を若干訂正をさせていただきます。 

  京丹波町高校生等医療費助成事業ということでありますので、高校生等という名称になっ

ております。先ほどは、高校に行っていない方で働いている方も対象になるというような発

言をしたんですが、働いて自分が保険に入っておられる方について、これは対象にならない。

卒業されたけども働いておられない方については、対象になるというような形になるかと思

いますので、訂正をさせていただきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 番号制度の関係で、これまでの全体の事業につきまして、事業費

等につきましてでございますが、まず、平成２６年度から平成２９年度、本１２月の予算の

計上部分も含めまして、番号制度導入に係ります事業費総額というのが５，４４０万２，０

００円となっております。このうち補助対象分としましては、３，３０１万８，０００円と

なりまして、また、単独分としましては、１，９３４万５，０００円となっております。ま

た、この補助対象分３，３０１万８，０００円でございますけども、この補助対象事業のう

ち１０割補助から３分の２の補助と内容によって異なっておりますけども、歳入としまして

は２，８２９万６，０００円となっております。当初の導入に関しましては、交付税措置も

あったということもございまして、補助対象分のすき間につきましては、交付税措置がなさ

れてきたという状況にございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） ロケ地整備事業でございますけれども、現在、平成２８年度

の繰越事業であります京丹波町映画等ロケ地倉庫新築工事を行っておるところでございます。

先般の契約の説明でもさせていただきましたように、現在、請負金額５，８６１万７，００

０円で工事のほうを進めておるところでございまして、前にもご説明をさせていただきまし

たけども、基礎的な調査は行っておったわけでございますけれども、場所的に基礎部分の地

盤がやわらかいということで、その部分の工事の部分が増額になったというようなことで、

内装部分の工事につきましては減額をさせていただいて、今現在行っている工事で倉庫を建

築をしておるところでございます。今回の補正につきましては、その後の工事を着実に進め
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ていくということで、解体等なり設計業務のほうから工事費に移させていただくということ

で事業を進めるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 子育て支援ということで、１８歳までの医療費の関係なんですけど

も、等ということになっておるんですが、今、町長からありましたように、１８歳でも働い

ておれば社会保険がありますので、対象外というのは、そら、再度お聞きしようと思ってい

たんですけど、子育て支援ということの趣旨ということでございましたので、どこにそれを

置くかと。１８歳までというのか、高校生も含めて１９歳というのも考えるというのも１つ

の方法でございますけども、定時制高校ということになりますと、もちろん何歳でも行けま

すので、退職してから行く人もあるわけでございますけども、その辺のことを広げるという

ことではなしに、今町長が言われるように、子育て支援ということの出発であれば、１８歳

ということと同時に高校生というのが一般的に言われていることでございますけども、そこ

の中で４年制に行っておる高校生はどうするかということは、当然かかわることでございま

すので、例えば、通常であれば、中学校を卒業して定時制高校に行けば、１９歳までという

ことになりますので、そういう趣旨で子育て支援ということの考え方もできるわけでござい

ますので、その辺の余地は全く考えの中にないのかどうか、あくまでも今の条例が定めてお

る１８歳ということでの考え方なのか、その辺の考え方の子育て支援という立場からないの

かどうか、その辺だけもう一度伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） １８歳という年齢で区切ることによって、高校生もしくは高校生でな

い人に対しても助成をするということでありますので、それで一定の公平性は担保されてい

ると思いますので、そういうことでご理解をいただけたらというふうに思います。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ただいま提案になっております議案第６８号 平成２９年度京丹波

町一般会計補正予算（第８号）に賛成の立場から討論を行います。 
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  今回の補正予算は、２億２，５９２万９，０００円を追加するものです。補正の内容は、

これまで実施を強く求めてきておりました就学援助費の支給を新小学校１年生と新中学校１

年生に対し、入学前の３月に支給することを実施する予算として、１２１万１，０００円が

計上をされております。これは大いに評価するものです。今までは就学援助費の支給が７月

以降になっており、４月の入学する新１年生の必要な費用として活用できないなどの問題点

がありました。改善をされることは大きな前進だと考えます。 

  ２つ目には、農地・農業施設災害復旧事業費、林道災害復旧事業費、河川等災害復旧事業

費で、１億８，７６２万円が補正をされておりますが、補正額全体の８３％をこれは占めて

おります。早期復旧を願う住民の期待に応えるものだと考えます。 

  しかし、今回の補正予算には、番号制度導入事業に４６６万４，０００円が上程をされて

おります。番号制度は、導入以来、個人情報の保護が不十分で個人情報漏れの危険があり、

情報漏れも起きております。全国的にもマイナンバー制度の登録は進んでおりません。日本

共産党は、マイナンバー制度導入には個人情報保護等の立場から、個人情報の漏えいなど問

題点を指摘してきました。既に実施している国では、個人情報の漏れなど多くの問題点が出

て、廃止をした国もあります。国民一人一人に個人番号をつけて、預金財産から個人の情報

を一括管理できるような制度の導入には、一貫して反対をしてきました。番号制度は廃止す

べき制度であることを指摘をして、補正予算の賛成討論とします。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第６８号を採決します。 

  議案第６８号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第８号）について、原案のとお

り決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。 

  これより午後１時３０分まで暫時休憩します。 

休憩 午後 ０時０２分 

再開 午後 １時３０分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  中尾総務課長。 
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○総務課長（中尾達也君） 午前中の一般会計の補正予算の説明の際に、山田議員からのご質

問で番号制度導入に係ります事業費の実績を報告をさせていただきましたが、内訳に誤りが

ございましたので、訂正をさせていただきます。 

  番号制度の導入の事業実施年度は、平成２６年度から平成２９年度までということで、こ

の１２月補正の予算を含めての事業費の総額が５，４４０万２，０００円、このうち補助対

象事業費が３，３０１万９，０００円、単独事業が２，１３８万３，０００円の誤りでござ

いました。訂正をさせていただきます。 

 

《日程第３７、議案第６９号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３７、議案第６９号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  東君。 

○４番（東まさ子君） 福祉厚生常任委員会で聞き忘れたことがありますので、お聞きしてお

きたいと思います。 

  歳入で療養給付費交付金ということで、退職者の医療費が減額したことから、３，２２５

万４，０００円減っているわけでありますが、歳出を見てみましたら、退職者の療養給付費

で２，０００万円でありますし、高額療養費で５４０万円でありますが、２，５００万円余

り療養給付費等が減るのに対して、入ってくるほうが３，２２５万４，０００円も減って入

ってくるというのは、どういう計算に基づいてこういうことになっているのか。同じ金額に

なるのではないかと思いますけれども、１点お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） まず、歳入の３ページでございますが、療養給付費交付金、これ

につきましてはご案内のとおり、被保険者の医療分につきまして交付されるものでございま

す。この算出に当たりまして、昨年度の実績でありますとか見込み額から当初予算を算出し

ておるわけでございまして、思いのほかといいますか、退職者の方の医療費が伸びなかった

ということに伴いまして、この３，２００万円余りを減額させていただいたところでござい

ます。その交付金に対して充当先でございます４ページの退職被保険者療養給付費等でござ

いますが、こちらにつきましては、いわゆる療養費、あるいは高額療養費の部分でございま

すけれども、ある程度退職者の減少を考慮しておったんですが、当初予算の編成時の時点で
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見込みも含めた額をもとにしまして、しかも安全側で見込んでいたというようなこともござ

いまして、当初予算を計上していました。そういったこともありますし、また、高額医療の

対象者が５５歳になられたということもありまして、大幅な減額となったものでございます。

ある程度リンクはしているわけでございますが、全額この部分でカバーしているものではご

ざいませんので、一般財源を投入しながらバランスを図っておるというようなことでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 年間を通して最終的には歳入と歳出というのは金額が同じになるとい

うことではないんですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） 基本的にはそういう考え方でよいかと思うんですが、算出方法等

若干全部が対象にならない部分も出てきますので、最終的にはきっちり同額になるというも

のではございませんで、若干の差異が出てくるというのは、今までの決算状況の中でそうい

った状況となってございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 国保事業にかかわってお尋ねをしておきたいと思うんですけども、

新聞報道もされておりますので、町民の方からもいろいろ問い合わせがあるわけなんですけ

ども、来年４月から京都府への事業移管ということで、京丹波町の国保税がどうなるのかと

いう声も聞いておりますし、これ以上上がれば負担に耐えられないという声も聞いておるわ

けでございますが、これまでの経過からすれば、来年１月ぐらいには本町の標準保険料率の

確定というようなことも聞いておるわけでございますけども、今後の京都府の事業移管とい

うことにかかわって、国保税の確定なり町民への周知徹底、そういうものはどういうように

考えておられるのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） これもご案内のとおり、来年の１月中下旬に最終的に数字が示さ

れてくるというようなことでございます。そういった意味でも、来年の４月から新制度でス

タートするということでございますので、かなりタイトなスケジュールになろうかと思いま

す。その最終的に示される数値で判断していくというように考えておるわけでございまして、

現時点では、今後、その数値をもとに検討をして、どのように国保税を変えていく必要があ

るのか。また、このままで行けるのかというところの判断がその時点となってこようかと思
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います。そのままいければいいわけでございますが、仮に何らかの形で国保税をさわらなけ

ればならないというようなことになった場合、住民の方への周知ということになるんですが、

限られた期間ではございますが、その与えられた期間にできるだけいろんな媒体を使いまし

て、周知に努めていかなければならないというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） １２月１０日の新聞報道を見ておりますと、国保というのは定年退

職した人や非正規労働者、自営業者が加入し、その医療費を支える国保は２０１８年度から

都道府県に一元化されると。京都府は、市町村から納付金を徴収し、保険給付などに必要な

費用を市町村に交付すると。納付金の額は府が医療費水準などを加味して市町村ごとに決め

るが、保険料については、府が設定する標準保険料率を参考に市町村が決める方式になると

なっているんですが、現在の京丹波町の国保税そのものがどうなるんだというのが一番住民

にとって大きいところでございますが、国保税がこれ以上上がるということになりますと、

さらに滞納という問題も起こってきますし、負担に耐えられないということもあるわけでご

ざいまして、対象となるのが自営業者や非正規労働者が中心でございますので、非常に所得

としても低い層が多いわけでございますけども、基本的な考え方として、京丹波町の場合に

は、現在の国保税からはそれを上回らないという形で国保税が決定されると。そういう立場

で検討をされていくのかどうか、その点については町長に見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） いずれにしましても、今は仮数値に基づいて試算がされておるわけで

ありますので、１月下旬に最終的な提示がされるということでありますので、その数値をも

って判断をその時点からしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） もちろん１月に示される数値をもって判断しなければならないとい

うことになるんですが、現在の京丹波町の国保税というのは、課税をしておるわけでござい

ますから、それ以上の国保税が上がらないという立場で算出していくということを基本にし

ておかなければ、京都府から示された数字が今よりも大幅に上がるということも絶対ないと

は言えないわけでございまして、その辺についての考え方を町長自身はどのように考えてお

られるのか、あわせてもう一度伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 仮定の話になってまいりますので、それが確定してから十分検討をし

てまいりたいというふうに考えたいと思います。 
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○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで、討論を終わります。 

  これより、議案第６９号を採決します。 

  議案第６９号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第６９号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３８、議案第７０号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３８、議案第７０号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより議案第７０号を採決します。 



 

－２４２－ 

  議案第７０号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７０号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第３９、議案第７１号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３９、議案第７１号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 歳入の４ページでありますが、諸収入の説明もいただいたかと思い

ますが、第１号被保険者加算金と返納金であります。町外での不正があり、というような説

明もいただきましたが、件数なり同一の方なのかどうか、お伺いしたいと思います。 

  それと、歳出のこれも説明いただいたと思うんですけれど、もう一度、保険給付費の中の

地域密着型介護サービス給付費負担金、そして施設介護サービス給付費負担金、それぞれ減

額となっております。改めて理由をお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） まず、４ページの諸収入等の関係でございます。これにつき

ましては、町外の訪問介護の事業所のほうで京都府の実地指導により不正請求があったとい

うことでお聞きをしておるところでございます。ほかの市ということでお許しをいただきた

いんですけども、そこのサービス付き高齢者住宅に入居をされている方が訪問ヘルパーのサ

ービスをお使いになられたということで、ご夫婦でございます。平成２７年度の２カ月分が

その分になっておるということで聞かせていただいておるところでございます。 

  続きまして、地域密着型介護サービス給付費負担金なり、また施設介護サービス給付費負

担金の減の関係でございますけども、地域密着型を含めまして、居宅系のサービスが前年に

比べて伸びていない状況となっております。特に通所介護と１８人以下の地域密着型通所介

護のほうが前年度の前半期と比べまして、１カ月当たり２２件ほど少なくなっておるという

ところでございます。また、訪問系につきましても、１カ月当たり３５件ほどの減となって

おります。その反面、訪問入浴なり短期入所のほうについては、増えておるような状況とい



 

－２４３－ 

うことになっております。 

  続きまして、施設系のサービスでございますけども、特別養護老人ホームの関係でいきま

したら、前年度の前半と比べまして１カ月当たり４件の減となっております。また、老健施

設につきましては、１カ月当たり３件の増となっております。あと、介護療養型医療施設に

つきましては、１カ月当たり２件の減となっておるところでございます。減っておる原因と

いたしまして、入院や死亡等が考えられるところでございます。退所された場合に必ずしも

町内の方がその後入所をされるとも限らないというような状況となっております。そういっ

たことから、今回、減額をさせていただくところでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 全体的に見れば、保険給付費が４，８０４万８，０００円減額となっ

ているわけでありますが、第６期の介護保険事業計画が立てられたもとで、最終的にこうい

うふうになってきているわけでありますが、そしたら６期の段階では事業費の見込みがオー

バーになっていたということになってくるのか。介護保険料との絡みもありますので、事業

費を必要以上に高く見積もっていたということが１つの原因につながるのか。あるいは通所

も訪問も１月当たり減っているということは、要支援の方などが地域支援事業に移行したと

かいろんなことがありましたけれども、そういうようなことも原因となっているのか、お聞

きをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） まず、認定者等の関係でございますけども、今年の平成２９

年の１０月と昨年の１０月を比較した場合でございますけども、要支援の方が３０名減、ま

た要介護の方は１３名減というような状況で、認定の方自体が減ってきておるところでもご

ざいます。６期の事業計画におきましては、推計に基づきまして介護保険料のほうを設定を

させていただいてるところでございまして、その中で、結果として今回こうやって落とさせ

ていただかないといけないことになったというふうに認識をしておるところでございます。 

  また、よその市町に先立ちまして、総合事業のほうも早目からスタートをさせていただい

ておるところでございますけども、平成２９年１１月と平成２８年１１月を比較いたしまし

た場合に、総合事業の利用の方につきましても、５０名増というようなことで、総合事業の

ほうは順調に進んでおるというふうに認識をしておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 



 

－２４４－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第７１号を採決します。 

  議案第７１号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、

原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７１号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４０、議案第７２号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４０、議案第７２号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第７２号を採決します。 

  議案第７２号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、



 

－２４５－ 

原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７２号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４１、議案第７３号 平成２９年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第

１号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４１、議案第７３号 平成２９年度京丹波町町営バス運行事

業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第７３号を採決します。 

  議案第７３号 平成２９年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７３号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４２、議案第７４号 平成２９年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１

号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４２、議案第７４号 平成２９年度京丹波町桧山財産区特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 



 

－２４６－ 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第７４号を採決します。 

  議案第７４号 平成２９年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号）について、

原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７４号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４３、議案第７５号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第１号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４３、議案第７５号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） １点お尋ねをしておきたいと思います。 

  委託料の関係で４ページなんですけども、福祉厚生常任委員会でも聞いておったんですけ

ども、負担割合を変えたということでございますけども、考え方としては、施設の利用割合

とかそういうことで変えたということだと思うんですけども、これまではどういうものを基

準に負担割合を決めておったのかどうか、お尋ねしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 藤田医療政策課長。 

○医療政策課長（藤田正則君） 本来、建物が２棟ありますので、ほぼ半分割りをしておった

んですけれども、利用度の関係から考えて７対３の割合でさせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 



 

－２４７－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第７５号を採決します。 

  議案第７５号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第１号）について、原

案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７５号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４４、議案第７６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予算（第２号）》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４４、議案第７６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ちょっとお尋ねをしておきたいと思うんですけども、１５ページの

収益的支出で、営業外費用の中に消費税及び地方消費税ということで、１，３９１万５，０

００円の減になっております。説明では、免税となったということだったと思うんですけど

も、具体的にはそういう基準があろうと思うんですけども、事業費によるものかと思うんで

すけども、当初、１，３９１万５，０００円を見込んでおったわけでございますけども、こ

れがゼロになったということでございますので、その点伺っておきたいというのと。 

  資本的収入の１８ページに、生活基盤施設耐震化補助金というのが３１８万８，０００円

の減になっておるわけでございますけども、これについてはどういう理由で減になっておる

のか、あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） 消費税の関係につきましては、本年度が企業会計による事業



 

－２４８－ 

の初年度ということで、免税事業所となるということとなったため、当初予算に計上してお

りました消費税については、免税ということで今回補正のほうをさせていただいたところで

ございます。当初の予算におきましては、支払いの消費税と収益の消費税、その差し引き分

としまして予算を計上しておりましたが、税務署との協議によりまして、初年度につきまし

ては免税になるということでございましたので、今回補正のほうで消費税相当額のほうを減

額させていただいたところでございます。 

  それと、資本的収入の生活基盤施設耐震化補助金の関係でございますが、この補助金につ

きましては、当初割り当て分において、今年度計画しておりました事業を行っております。

ほぼ工事のほうも完了した部分もございます。また、京都府の交付金でございますので、交

付金の担当課と協議をさせていただき、割り当て内示に基づきまして当初の見込み額から減

額をさせていただいたところでございます。 

  なお、事業のほうにつきましては、当初の計画しておりました事業量のほうは執行させて

いただいているところでございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、議案第７６号を採決します。 

  議案第７６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予算（第２号）について、原案の

とおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７６号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４５、議案第７７号 平成２９年度 新庁舎整備事業に伴う建物解体工事請負契約に



 

－２４９－ 

ついて》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４５、議案第７７号 平成２９年度 新庁舎整備事業に伴う

建物解体工事請負契約についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  岩田君。 

○１番（岩田恵一君） １点だけお尋ねをしておきます。 

  本件については、補助金の適正化に関する法律の適用の有無についてお尋ねをします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 本施設につきましては、２４年前ということで建設をされており

ますし、また、補助事業による建設ではないということでございますので、該当はしないも

のと考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 今回の建物解体工事に伴いますグラウンドゴルフの関係で、当初か

ら協議はされてきた経過があるんですけども、具体的に協会との協議というのは整っておる

ということなのか。場所を変えるという話もあったわけでございますけども、その点につい

てお尋ねをしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 新庁舎の整備並びに今回の議案となっております建物解体工事の

関係におきまして、事前に利用をされておりますグラウンドゴルフ協会のほうとも協議をさ

せていただいておるところでございまして、取り壊しを行うことによりまして、利用ができ

ないということでございますので、現時点では須知の水辺公園の一部を代替施設ということ

で、グラウンドゴルフ協会さんとはお話をさせていただき、現在、公園の一部整備に着手を

しているところでございまして、１月末の完成をめどとして施設整備を行っているところで

ございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 今のグラウンドゴルフ協会の水辺公園の一部を利用するということな

んですけども、先ほどありました補助金等の適正化に関しまして、水辺公園は都市計画公園

というふうに聞いてるんですが、そちらのほうに抵触しないか、検討されたのかどうか、お

聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 水辺公園は、京都府の河川整備と一緒に行っていただいたと
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いうように認識しておりますし、まだ具体的な利用の申請等も出ておりませんので、その辺

は今後協議する部分は協議していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 協議するということですけども、そちらのほうに変わるということは、

グラウンドゴルフ協会の方がそのように信じておられますし、パークゴルフもそうなんです

けども、グラウンドゴルフとかゴルフに類似するものは、前から言ってるように、ティーグ

ラウンドとフェアウェイ、バンカー、池があって、グリーンがあって、この状態が整ってこ

そグラウンドゴルフ場、ゴルフ場、パークゴルフ場になるわけです。実際問題、スタートの

ティーグラウンドとグリーンだけを使用貸借占用許可を与えても、実際プレーした場合、一

般の人が公園の中には入れないということになります。そんなことと都市計画公園には利用

できる面積が制限されていると思うんですが、その点ではどうなっているんですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 須知公園のときにもお答えをさせていただいたんですが、使

用につきましては、実際には言われてますように、ボールが転がるという部分はあるという

ことで認識はしておりますが、固定の占用物件に対しての占用というようなことで考えてお

りますので、今後も須知公園と同じような考え方で使用料のほうも徴収したいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 公園はそもそも町民の方がいつでも自由に出入りできるわけでして、

例えば今おっしゃったように、須知公園と同じ使用契約をされるということになりますと、

その項目の中に町民の安全を図るということが条件になっているんですけども、実際、グラ

ウンドゴルフですと５０メートル、パークゴルフですと１００メートル、それもゴロで行く

わけですから、公園の間に町民の方が公園を利用して、例えば芝生に座って休んでおられた

ら安全性は守れるんですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 須知公園の場合は、面積的にも広くて、遊具等離れていると

いうこともありましたので、その辺は使用する方がそのようにやっていただけたと思うんで

すが、須知川の水辺公園につきましては、面積が狭いということもありますし、全体を使う

ということになりますと、ほかの公園の利用者にご迷惑をかけるということも考えておりま
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すので、今後、申請はまだ出てきておりませんし、使用の許可条件とかも含めて今後指導の

ほうもしたいと思いますし、こちらのほうもどのように利用されるかというのを聞かせてい

ただいて、それで今後の指導とか安全性についても許可も含めて検討をしてまいりたいと考

えております。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

  森田君。 

○９番（森田幸子君） 以前に議会があったときに、水辺公園の遊具は取り外しするというこ

とで、整備するということでお聞きしてたんですが、今年度中に取り外しということで、あ

と、新しい遊具もあるということで、どれぐらいの範囲の遊具が設置されてという構想があ

るのかどうか、その点お聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 見ていただいてないかもしれませんが、遊具のほうはほぼ撤

去できておりますし、新しい遊具というものは設置の予定はございません。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 確認もしないで申しわけないんですけど、そしたら、これからの遊具

の設置というのは、もう考えられてないのかどうか、その点だけお願いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 中央部の新しい遊具につきましては、そのまま残しておりま

すので、それ以外の使用できなくなっていた施設につきましては、全て撤去をしております

し、今後、新たな遊具を設置するという予定はございません。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 
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  これより、議案第７７号を採決します。 

  議案第７７号 平成２９年度 新庁舎整備事業に伴う建物解体工事請負契約について、原

案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第７７号は、原案のとおり可決されました。 

 

《日程第４６、発議第２号 第三セクター及び指定管理者制度特別委員会設置に関する決議》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４６、発議第２号 第三セクター及び指定管理者制度特別委

員会設置に関する決議を議題とします。 

  本件について、提出者の説明を求めます。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ただいま提案になっております第三セクター及び指定管理者制度特

別委員会設置に関する決議に対して、提案理由の説明を申し上げたいと思います。 

  平成２９年１１月５日で執行されました京丹波町長町議会議員選挙では、新聞でも報道さ

れましたように、丹波マーケスへの公金投入問題、新庁舎建設が大きな争点となりました。

太田町長は、丹波マーケスへの公金支出を調査し、しかるべきタイミングで情報公開すると

所信表明でも強調をされました。 

  議会は、公金投入に対して既に議決をしておりますが、当時の町長からは、丹波マーケス

は第三セクターであること。町内にある他の第三セクターは毎年多額の公金を投入している。

それと比較しても丹波マーケスへの公金投入は何ら問題ないなどの説明をされてきました。 

  しかし、第三セクターの設置目的、設立の経過などそれぞれに違いはあります。 

  京丹波町が出資をしております第三セクターは、丹波地域開発株式会社を含め出資比率２

５％以上で見ますと、現在８団体あります。 

  第三セクターのあり方については、平成２６年８月５日付で総務大臣名で出された第三セ

クター等の経営健全化の推進等に関する指針に、第三セクターの考え方が示されています。

議会は、この指針を参考にしながら京丹波町の８つの第三セクターのあり方について調査研

究をして、議会としてのあるべき方向を示すべきと考えます。こうした取り組みが第三セク

ターへの公金投入に対する町民の疑問などに応える道だと考えるものであります。 

  第三セクターイコール丹波マーケスを運営する丹波地域開発株式会社ということから、第

三セクター問題は済んだこととの考え方もあるようですが、今後の経済状況の中では、新た
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な課題が起こる可能性は十分にあります。それは、町内にある８つの第三セクターも同じと

考えます。今この時期にこそ議会として集中的に取り組むことが必要であり、求められてい

ると考えます。 

  また、指定管理者制度についても、施設の維持管理方法、施設の運営、指定機関など施設

によって違いがあります。現在、指定管理者をしている町施設は４施設であります。指定管

理のあり方についても、議会として調査研究して、議会の見解を示すことが町民の期待に応

えることだと考えるものであります。 

  よって、第三セクター及び指定管理者制度特別委員会を設置して調査研究が必要と考え、

設置に関する決議を提案するものであります。 

  なお、特別委員会の人数は９名としております。提出者としては、９名とした考えは、京

丹波町議会には会派が現在３会派あることから、会派からそれぞれ選出する方法が現時点で

は一番よい方法と考えるものであります。丹心会から４名、未来の会と日本共産党議員団か

ら各２名、そして無会派から１名の９名と提案するものであります。それぞれの立場や違い

をリスペクトして、取り組むことが必要と考え９名としました。皆さんのご賛同を心からお

願いして、提案理由の説明といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上、説明のとおりであります。 

  これより、発議第２号 第三セクター及び指定管理者制度特別委員会設置に関する決議の

質疑を行います。 

  岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 提出者にお尋ねをいたします。 

  特別委員会の設置となりますと、問題とか課題が発生した場合、そうした特定の事件に対

しまして特別委員会を設けるということが本来の姿だろうというふうに思うんですが、現在

そうした問題が発生しているような箇所が今のところはないというふうに思うんですが、何

を調査されるのかということをお伺いしたいというふうに思います。 

  また、指定管理者の関係ですけど、指定管理者制度を調査するとなっているんですけど、

この制度については、皆さんご承知のとおりに、小泉内閣の折に公設民営化ということで、

その中で指定管理者制度ができたというようなことでございますし、何ら制度を調査するこ

とが必要なのかなという思いがするんですが、この制度に関する調査ということになってお

るわけですけども、これについての詳しい見解をお尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） １つは、いわゆる問題が起きていないのではないかということでご
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ざいましたが、第三セクターにかかわる課題は、丹波マーケスの丹波地域開発株式会社を初

めとして、今運用されておるわけでございますが、それぞれ先ほど申し上げましたように、

つくられてきた経過、目的も違うようでございますので、議会として、そこら辺を整理をす

るといいますか、どういうように第三セクターを考えるかという調査研究をして、第三セク

ターとしてはこうあるべきだという方向を議会として出すべきではないかというのが１つの

考え方でございます。 

  それから、指定管理者制度と言いましたけども、それぞれ制度に基づいて指定をしておる

わけでございますから、先ほど申し上げましたように、４つの施設に指定管理者として指定

をしております。今申し上げましたように、指定の期間とか違いが非常にあるわけでござい

ますから、やはりその辺についても、本来、指定管理者というのは、どうあるべきかという

ことを議会としても研究をして、方向を示すべきではないかと考えるべきであります。特に、

第三セクターの関係については、先ほども申し上げましたけども、総務省が第三セクターに

ついての指針を出しておりますので、やはりそれに基づいて議会としてもチェックをすると

いうことも、当然大きな必要な要素だと考えておるわけでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 今おっしゃったようなことにつきましては、それぞれ第三セクターを

担当する部局もございますし、また、常任委員会でもいろいろ議論できるのではないかとい

うふうに思いますので、常任委員会での対応は可能ではないかというふうに思うんですが、

いかがでございますか。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 常任委員会といいましても、それぞれ８つの第三セクターがありま

して、それぞれ１つの常任委員会ではなしに、それぞれのかかわる常任委員会がございます

ので、やはり第三セクターが８つありますので、全体を指針に基づいてどうあるべきかとい

うことを含めて、それでやるということが今必要だというように思うわけでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 北尾君。 

○１３番（北尾 潤君） 今の岩田議員でもありましたように、常任委員会があって、そこで

議論をする場はあるんですけど、それが機能していない、不足だということでしょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） もちろん常任委員会は該当するそれぞれの課に関係することをやる

わけでございますが、８つの第三セクターは、全ての常任委員会に関係するものばかりでは

ございませんので、総務の関係、産建の関係、それぞれ分かれております。やはりそれを１
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つの特別委員会で全体を議論するというのは、これは当然必要だと考えておるわけでござい

ます。今、８つあります第三セクターが１つの常任委員会に皆該当しておるということにな

れば、それを特別にやるということになろうかと思うんですが、常任委員会というのは、や

はりそれぞれの予算も含めてですけども、町が管轄する部分を当然議論をするわけでござい

ますけども、やはり集中的にやろうとすれば、特別委員会というのを目的を持って設置して

取り組んでいくというのが必要だというように考えておるわけでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 北尾君。 

○１３番（北尾 潤君） 説明しててもまだはっきりはしないんですけど、例えば今回立ち上

がろうとしている予定の第三セクターの調査研究する特別委員会で議論をして、常任委員会

はそしたら議論はそっちに任せてしないんだろうかとか、もしくは役割分担というか、その

辺はどう考えられてるんだろう。これ思うのが、僕、議員を始めて９年目になるんですけど、

特別委員会を幾つかそのまま継承をして見てきたんですけど、例えば交通網対策特別委員会

は、立ち上げ時はいなかったのかな、僕。ＪＲの複線電化や縦貫道がつながったときに一定

役割を終えたということで閉じたと。一応、まだ町営バスとか、ＪＲバスとか、町民の足に

関してすごく大事な問題が残ってるんですけど、それは所管の常任委員会でできるだろうと

いうことで閉じました。これ、残っている時期もあったんですけど、やっぱり同じことをや

ってるというので閉じることになりました。議会活性化特別委員会も活性化をしようという

ことで立ち上げたんですけど、議会運営委員会との役割分担というのがちょっと曖昧になっ

たので、今回は議会運営委員会でできるのではないかということで閉じました。ということ

で、余り意味のないというか、なりそうな感じがすごくしますね。広報委員会が特別委員会

だったんですけど、これはどこの所管の委員会でもできないので、常任委員会になりました

し、新庁舎建設特別委員会が今回立ち上がったんですけど、これは町民の誰が見ても、１年

で終わるわけではないですけど、何割も占めるような大きいことなので、しかも期間が決ま

ってます。新庁舎が建ったらもう一定終わるというふうに期間が決まってるので、期間の予

定がないまま、本町においてですけど、ずるずるというか、だらだらというか、しても意味

がないのではないかなというのはすごく思うんですけど、その辺いかがでしょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 今、これまでありました例えば議会活性化特別委員会とか、交通網

対策特別委員会とか、それぞれ北尾議員の考え方なのか、それはどこかでそういうようにま

とめられたのかどうかわかりませんが、議会としてはどうあるべきかという議論はした覚え

は私はないわけでございまして、やはり必要に応じて特別委員会は設置しておるわけであり
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ますけども、やはり一番大事なのは、特別委員会の目的に基づくしっかりとした取り組みが

不十分であったというように私は思うんですね。十分機能を発揮した特別委員会もあるわけ

でございますし、北尾議員がかかわられた議員の間には、そういうことがあったんだと思う

んですが、私は活性化特別委員会を前期やらせてもらっていたわけでございますけども、一

定方向も示して、議員の皆さんの協力のもとで出されたと。そういう点では目的は十分果た

せたというように私は自負しておるわけでございますけども、交通網対策特別委員会につい

ても、やはり町営バスの運行であれば、それはそれでもっとしっかりとした課題とそういう

ものを特別委員会として発揮させて、それに向けて取り組んでいくということがなければ、

今言われたようなことも起こったということでございますので、それをつくったということ

については、皆合意をして特別委員会を設置しておるわけでございますから、やはりなぜそ

ういうことになったのかということも、しっかり反省したりチェックをするということも私

は必要だと思うんです。そういう面では、今回提案しております特別委員会についても、

我々の任期は４年でありますけども、基本的には、２年間の１つの議長の改選、常任委員会

の改選もありますので、１つのめどとしてはそういうものを持って取り組んでいくというの

は、当然特別委員会としての役割であろうし、当然そこで解決できないということであれば、

さらにやるということになります。今、今期議長も積極的に議会活動について提案もされて

おります。そういう面から言えば、大いにそういう取り組みを私は取り組んでいくというこ

とも、今のちょうどこの議会の活性化を思えば、取り組みの中でやっぱり課題をしっかり持

って取り組んでいく。こういう議題の１つだというように私は考えておるわけであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 梅原君。 

○１４番（梅原好範君） 議会の本編成において、議長から提案され、公金を支出しておる各

組織について、常任委員会で所管する内容についてしっかりと意見交換をして、課題等をし

っかりと調査研究するようにという申し合わせが全員協議会、あるいは議会運営委員会で示

されまして、各常任委員会では、その方向性のもとに年間計画等も現在立案して取り組んで

いる中でございます。そうした経過の中で新しく特別委員会を立ち上げるという提案する場

合には、その明確な目的、そして所管する常任委員会との明確な役割のすみ分け、それを示

して各議員の皆さんに賛同を得るのが大変重要かと思います。ただいまの答弁を聞いており

ましたら、重要や、これは課題がある、引き続き取り組んでいかなければならないという説

明は聞きましたけれども、いま一度詳細な設立目的、そして所管する常任委員会との役割の

すみ分けを明確に示していただいて、議員の皆さんに賛同を求めていただきますように、よ

ろしくお願いいたします。 
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○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 常任委員会とのすみ分けということを盛んに言われるわけでござい

ますけども、常任委員会の所管するものは、条例や規則にも定まっておりまして、それぞれ

の関係する担当課をそれぞれの常任委員会が所管するということになっておるわけでござい

まして、今申し上げております第三セクターの関係については、例えば丹波地域開発株式会

社であれば、現在の出資比率は４０．５１％でございますので、その中には入らないわけで

ございまして、またほかの第三セクターにつきましても、一つ一つをその常任委員会で議題

として議論するということではなしに、第三セクターそのもののあり方をどうあるべきかと

いうことを国が示しております第三セクターの指針に基づいて集中的にどうあるべきかとい

うことを１つチェックしていくというのは、当然今やらなければならないことだと私は思っ

ておりますし、課題がはっきりしないと言われますが、京丹波町にあります第三セクターは

８つあるわけでございますけども、旧町時代にできたものばかりでございますけども、それ

ぞれの第三セクターの目的も定まっております。例えば丹波地域開発株式会社でありました

ら、株式会社でございますので、第三セクターといえども登記がされておりまして、そこに

は会社の目的、事業の範囲、そういうものも定款の中で決まっておるわけでございますけど

も、それぞれが違う形態をしておるわけでございますので、やはりそういうものを議論をし

ていくということは必要だと思いますし、前の寺尾町長については、例えば丹波地域開発株

式会社の資料を示すべきだと言えば、それはもう示す必要はないと。裁判に書類の件は言っ

てくださいということを平然と言われたわけでございまして、そういうことになれば、今言

われるような、議会として集中した議論はできなかったわけでございまして、やはりそうい

う面から言っても、特別委員会でしっかり一定の資料も出していただいたりしながら、やは

りそれぞれの第三セクターとしてのあり方をはっきりさせていくということは、私は必要だ

というように思っております。それがもう１つ不明確だということだというように思うんで

すが、その細かいことは総務省が出しております第三セクターの指針を見れば、それぞれの

運営のあり方とかどうあるべきかというのは全部チェックされておりますので、それに基づ

いて第三セクターのあり方をチェックをすれば、おのずとはっきりするというふうに私は思

いますし、それに基づいて第三セクターとしてこうあるべきだという方向も明らかになるの

ではないかと思っておるわけでございますけども、そういう意味では、議会としてそういう

取り組みを私は必要だというように考えておるわけでございます。もちろん指定管理者の施

設についても、５年の指定管理をしておるところと１５年とあるわけでございますし、本来

の指定管理のあり方というのはそれでいいのかどうかということも含めて、やはり検討が必
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要だというようには私は思っておるわけでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 北尾君。 

○１３番（北尾 潤君） 大事だというのはすごくわかるので、常任委員会でやっていこうと

いう方向で進められてきてると思います。先ほど梅原議員が言われたように、補助金をもら

っている団体、第三セクターに限らず、しっかりと意見交換をしてどんな活動をしているの

とかを含めてしっかり見ていこうというので、議会としてはその取り組みでやっていこうと

いうのは今回の議会構成になって示されたと思います。その中で、やっぱりどう考えても第

三セクターが、例えばこれで特別委員会をつくるんだったら、少子高齢化対策特別委員会と

かのほうが、町長も何度も何度も所信表明とかで言われているように、すごく大事な問題だ

と思いますし、先ほどどんなものがあるかなと考えながらなんですけど、町民がよく言われ

る企業誘致、めちゃめちゃ難しいというのは、説明しながらただやっていかないといけない

というので取り組む、これも口で言うだけではなくて、特別委員会で考えていこうと思った

ときに、午前中の質疑でもありましたように、情報網がちゃんと整備されてないようなとこ

ろに企業が来るんだろうかとか、すごく大事な問題だなと思って聞いてました。予算が大き

いから大事。ついてる予算は見えるんですけど、全く今予定されてない予算というのは、見

えないけどすごい大事なことというのがあるので、この辺を考えていかなければいけないな

と。いつまでも後回しにしてはいけないから特別委員会でというふうに、今、第三セクター

のことを考えていたら思いました。あと、須知高校の存続も特別委員会で議員として取り組

んでもいいのかもしれないですし、切りがないんですけど、国とか府とかに頼ってる財源の

自主財源をしっかり確保するために、４分の１しかない自主財源をしっかり確保するために、

農業とか観光業を中心に特別委員会で考えていかなければいけないというふうに上げたら、

切りがない中の１つとして第三セクターも大事だなとは思いますけど、特別第三セクターに

関してやっていこうというのはどうだろうかと。多分、議員活動の一人一人がこの重要性の

順位が変わってきてるのではないかなと思うので、その辺何で第三セクターだけなのかとい

うのを答弁お願いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 先ほどの提案理由のときにも申し上げましたけども、丹波地域開発

株式会社への６億７００万円の公金投入問題をめぐって、今回行われました町長町議会議員

選挙では、大きな争点になったわけでございまして、それに対して町民は審判を私は出した

と。投票した方の７割の方が、やっぱりそれは問題だと。おかしいということを私は示した

んだと思うんですね。それを受けて私たち議会として、議員として、本当にそれがどうであ
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ったのかということも含めて、第三セクターのあり方をしっかり、今、調査研究をしておく

ということが私は必要だということで提案しておるわけでございまして、いろいろ、今、北

尾議員から町政の課題について言われました。それについて特別委員会が必要ではないかと

いうことも言われましたけども、私が申し上げたいのは、やはり町民が今回の選挙で示した

意思に基づいて、我々、議会や議員としても、第三セクターのあり方、指定管理のあり方を

この時期にやっておくべきだと。しかも総務省が第三セクターのあり方についての指針も出

しておるわけでございますから、それに基づいて本来の第三セクターとはどうあるべきかと

いうこともそこに示してあるわけでございますから、今８つあります第三セクターについて、

それに基づいてどうだということを議論すれば、おのずと一定の方向も示せるし、議会とし

てのこうあるべきだという方向も私は出せるのではないかと。そういう意味で申し上げてお

るわけでございまして、何よりも町民の方が選挙でそういう審判を方向を示されたというこ

とを受けて、改めて第三セクターのあり方について検討が必要だと。調査が必要だと。こう

いう立場で提案をしておるわけでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 最後になるわけですけども、発議はいつでもできるということになっ

ているものの、何で議運の場に提案いただかなかったのかということで、議運で十分な議論

ができないまま、今回いきなりこのような提案をされたということで、大変私としては非常

に残念だというふうに思っています。議会活性化という意味では、議員がみずから思い立っ

たことを率先して発議していくということは、大変いいことだというふうに思うんですが、

今般、成立いただきました新庁舎建設特別委員会、それから議会広報の常任委員会化等につ

いても、議運の場でしっかり議論もさせていただいたような経過がございます。本件につい

ても、議会運営委員会に提出いただいて、その中で十分な議論を重ねていただきたかったな

という思いでございますけども、なぜ提案をされなかったのか、お伺いしておきたいと思い

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私、議会運営委員会のメンバーではありませんので、事前に議会運

営委員会にこういう条例案を提出をということで議員発議を出させていただいたんですが、

当然、議会運営委員会でどうやと。この提案に対してどうするんだという議論が深まれば、

私は何もあえて議員発議だけにこだわる必要はないというように思っておったわけでござい

まして、事前に議会運営委員会に提出をさせていただきましたので、当然そこでいろいろ議

論があれば、提出者に対してどうだということを申していただければ、十分そこで協議をす
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る時間も期間もあったのではないかと１つは思うわけでございますし、また、今期に入りま

して、こうした第三セクターにかかわる特別委員会について、議会運営委員会で一定提案も

していただいたということも聞いておったわけでございまして、その中で必要ならば議員発

議でも出してもらったらどうやというような声もあったということを聞いておりましたし、

そういうことで突如ということではなしに、２０日の議会運営委員会に間に合うように提出

もさせていただいて、また議論も深めていただけたらという思いで提出もさせていただいた

ということでございますので、この最終日に突如緊急提案したということではございません

ので、その点も含めて申し上げておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  村山君。 

○５番（村山良夫君） 私は、今提案されております発議第２号 第三セクター及び指定管理

者制度特別委員会設置に関する決議について、賛成の立場で討論をいたします。 

  賛成する理由は、次のとおりでございます。 

  まず１つは、去る１１月５日に施行されました選挙では、第三セクターであります丹波地

域開発株式会社の件と、それから新庁舎建設の件が大きな争点となりましたし、これは予測

に過ぎないんですけども、選挙の結果にも大きく影響したように思います。そんな中で、既

に新庁舎建設特別委員会は設置されました。もう１点の争点であった丹波地域開発株式会社

の支援への議案というのは、３年前、平成２６年９月の議案でございます。そのことに対し

て今回の選挙、３年たってもまだ町民の人が重大なことであるという関心を持っておられる

ということは、もう一度議会としてもこの事実を再認識して、過去のことだと、決議が済ん

だことだというようなことで放置することなく、第三セクターに関する設置の発議を私は当

然取り組むことであることを１つ。 

  それから、もう１点は、平成２６年８月付で総務大臣名で第三セクター等の経営健全化の

推進等に関する指針というのが出されております。本議会としても、この指針を参考にしな

がら第三セクターのあり方について、私は公金の投入とか町民の疑問に答える必要があろう
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かと思います。例えば、丹波地域開発株式会社の件ですけども、６億７００万円の支援をし

て、なおかつ平成２９年３月末の同社の繰越欠損が３億円弱あるわけです。利益は６００万

円しか上がっていません。これを単純計算をしますと、５０年かかるわけです。こういう状

態の第三セクターをこのまま置いといていいのか。やっぱりこれからこういう状態であれば、

次にまた出てくるのが町民の税金を使わなければならないことになるのではないか。そうい

う意味では、やはり私は総務大臣の指針があるわけですから、それに基づいて、これはだた

１つ丹波地域開発株式会社だけではなしに、ほかにもそういう問題を含んでいる第三セクタ

ーの企業があるのではないかということを検討をしていくべきである。そういう意味では、

今回の特別委員会をつくるべきであると思います。 

  それから、もう１点は、指定管理者制度についてですけども、この制度に基づいて設置さ

れた施設には、いろんな方法で、根底で必ずしも一致していないし、統一されていないこと

があります。加えまして、設立されてからほとんどが先ほども話がありましたように、合併

前の状態でできたものでして、その後、時間の流れによりまして、設立当時の必要性が変わ

ってきているのではないかというように思います。そういう意味では、指定管理者制度に基

づいて行った施設の再構築が必要であるというように思います。 

  また、先ほど質問の中で、この問題だけではなしにいろんな問題があるというように上げ

られました。例えば少子高齢化の問題、企業誘致の問題、云々上げられましたけども、私は

その中で一番初めにやらなければいけないのは、やっぱり１１月５日の選挙の争点になった

ことを先にやらないと、たくさんあるから何もかも大事です。そやけど、どれかを選んでや

らなければいけないのがやっぱり政策だと思いますので、そういう意味でも、ぜひこの特別

委員会は設置すべきものであると私は思います。 

  以上が私の賛成討論でございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに討論はありませんか。 

  坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ただいま提案をされております発議第２号 第三セクター及び指定

管理者制度特別委員会設置に関する決議について、賛成の立場で討論をいたします。 

  このたび行われました町長町議会選挙での大きな争点の１つが、第三セクターである丹波

地域開発株式会社への税金の投入でありました。審議も説明も不十分なままでの税金の使い

方に対し、町民の方々の町に対する審判の結果でもあります。このことは同時に議員にも厳

しく求められています。第三セクターとは、自治体と民間が共同出資したもので、京丹波町
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では、現在、丹波地域開発株式会社、公益財団法人丹波ふるさと振興公社、公益財団法人京

都府立丹波自然運動公園協力会、株式会社丹波情報センター、公益財団法人瑞穂農業公社、

グリーンランドみずほ株式会社、一般財団法人和知ふるさと振興センターなど９つの第三セ

クターがあります。地方自治体の首長による法的規制権の規定に基づき、自治体の首長は第

三セクターの経営を調査することができる。調査の結果に応じ第三セクターに対し必要な措

置を講じること。また、議会において、第三セクターへの出資金の予算案や審議、それに関

する予算の審議を通じてチェックを行うことができる。町の財政や住民生活に重大な関係を

持つ第三セクター及び指定管理の運営について、住民の利益や自治体の果たすべき立場から

もチェック機関である議会の監視、監督が今こそ求められることから、第三セクター及び指

定管理者制度特別委員会を設置し、調査と第三セクター及び指定管理のあり方について、議

会として町民に報告することが求められていると考えます。 

  よって、特別委員会設置に賛成といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより、発議第２号を採決します。 

  発議第２号 第三セクター及び指定管理者制度特別委員会設置に関する決議について、原

案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（少数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手少数であります。 

  よって、発議第２号は否決されました。 

 

《日程第４７、閉会中の継続調査について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４７、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

  議会運営委員会、総務文教常任委員会、産業建設常任委員会、福祉厚生常任委員会、議会

広報常任委員会の各委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に

配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 



 

－２６３－ 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  以上で、本日の議事日程並びに本定例会に付議された事件は全て議了しました。 

  よって、本日の会議を閉じ、平成２９年第４回京丹波町議会定例会は、これをもって閉会

します。 

閉会 午後 ２時４８分 



 

－２６４－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

  京丹波町議会 議  長  篠 塚 信太郎 

 

     〃   署名議員  坂 本 美智代 

 

     〃   署名議員  東   まさ子 

 

 

 


